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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（1）最近５連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 （千円） 1,252,541 5,756,460 15,478,429 6,632,182 1,705,826

経常利益又は経常損失

（△）
（千円） △462,022 671,655 △940,242 △1,989,955 △803,182

当期純利益又は当期純損

失（△）
（千円） 95,333 599,516 △5,554,214 △8,473,967 △996,794

純資産額 （千円） 1,209,774 7,355,170 10,870,959 7,714,775 5,926,316

総資産額 （千円） 1,290,369 8,812,837 18,955,553 8,266,596 6,376,452

１株当たり純資産額 （円） 86,424.83 79,557.56 65,430.97 27,303.06 21,461.03

１株当たり当期純利益金

額又は１株当たり当期純

損失金額（△）

（円） 6,810.52 8,901.11 △45,662.21 △33,582.34 △3,609.70

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
（円） ― 6,381.09 ― ― ―

自己資本比率 （％） 93.8 83.5 57.4 91.2 92.9

自己資本利益率 （％） 6.6 14.0 ― ― ―

株価収益率 （倍） 39.94 36.06 ― ― ―

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △489,947 △1,897,716 △3,223,904 △828,731 479,765

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 930,785 708,371 △4,087,055 △4,873,880 921,644

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） ― 4,346,608 9,741,223 2,730,673 △41,993

現金及び現金同等物の期

末残高
（千円） 791,723 3,948,986 6,683,406 667,139 1,978,718

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）
（名） 19(―） 112(976） 187(86） 58(11） 33（3）　

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第７期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。第９期、第10期、第11期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

３．第９期、第10期、第11期自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失が計上されているため記載し

ておりません。

４．純資産の算定については、第10期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。
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（2）提出会社の主要な経営指標等の推移

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 （千円） 713,616 2,773,802 2,514,708 358,225 690,445

経常利益又は経常損失

（△）
（千円） △222,313 320,029 △692,886 △815,849 △870,007

当期純利益又は当期純損

失（△）
（千円） 52,415 417,200 △5,617,667 △8,317,851 △607,120

資本金 （千円） 1,224,400 3,448,398 7,331,702 5,416,590 5,416,590

発行済株式総数 （株） 14,000 92,470.07 166,172.95 276,172.95 276,172.95

純資産額 （千円） 1,209,504 7,174,935 10,434,279 7,154,343 6,212,270

総資産額 （千円） 1,290,098 7,686,461 12,637,386 7,229,259 6,234,193

１株当たり純資産額 （円） 86,405.53 77,608.04 62,802.65 25,273.57 22,496.56

１株当たり配当額（内１株

当たり中間配当額）

（円）

（円）

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

１株当たり当期純利益金

額又は１株当たり当期純

損失金額（△）

（円） 3,744.53 6,194.23 △46,183.87 △32,963.66 △2,198.57

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
（円） ― 4,440.57 ― ― ―

自己資本比率 （％） 93.8 93.3 82.6 96.5 99.6

自己資本利益率 （％） 4.4 10.0 ― ― ―

株価収益率 （倍） 72.64 51.82 ― ― ―

配当性向 （％） ― ― ― ― ―

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）
（名） 19（―） 39(8） 37（2） 18（4）  7（1）　

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第７期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。第９期、第10期、第11期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

３．第９期、第10期、第11期自己資本利益率及び株価収益率につきましては、当期純損失が計上されているため記

載しておりません。

４．純資産の算定については、第10期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。
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２【沿革】

平成９年４月 株式会社カラーフィールドを資本金1,000万円をもって東京都渋谷区富ヶ谷に設立し企業のイン

ターネット上での新規ビジネスの需要に応えるべく、それらに関連する企画・制作、マーケティン

グリサーチ、コンサルティング業務を開始。

平成11年３月 株式会社ニッシンとウェブコンサルティング業務に関連する契約を締結。

 インターネット広告の代理店業務を開始。

平成11年４月 東京都渋谷区上原に本社を移転。

平成12年１月 株式会社サイバーエージェントと共同で成果保証型広告ネットワーク事業を開始。

平成12年３月 商号を株式会社アイ・シー・エフに変更し、総合ウェブコンサルティング企業として事業内容を

再構築。

平成12年４月 株式会社南陽トレーディングと共同で中古建設機械のｅマーケットプレイス構築事業を開始。ま

た、株式会社ネットプライスから同社が運営する電子商取引サイトのシステム構築を受託する。

平成12年７月 株式会社ドリームインキュベータ及び株式会社イーシー・ワンから資本参加を受け、各専門分野

の強化を図る。

平成12年８月 東京都港区赤坂に本社を移転。

平成12年10月 東京証券取引所マザーズ市場に上場。

平成13年10月 辻井木材株式会社、丸宇木材市売株式会社およびニチメン株式会社と共同で木材流通ｅマーケッ

トプレイス事業（ＺＡＩＭＯＣ）の開始。

平成14年５月 東京都港区西新橋一丁目に本店を移転。

平成14年９月 オートバイテル・ジャパン株式会社の株式を取得し、子会社化。

平成14年11月 東京都港区西新橋三丁目に本店を移転。

平成15年12月 オートバイテル・ジャパン株式会社の株式を、ＶＴホールディングス株式会社に譲渡。

平成16年３月 東京都港区北青山二丁目に本店を移転。

平成16年12月 投資・金融事業進出のため、100％子会社 株式会社ｉ－ｃｆファイナンスを設立。

平成17年７月 株式会社プライムスタイルの株式を取得し、子会社化。

平成17年８月 株式会社出晄エンタープライズの株式を60％取得し、子会社化。

平成17年10月 株式会社出晄エンタープライズを株式交換により完全子会社化。

それに伴いSignal Media and Communications Holdings Limited、エムトゥエックス株式会社を連結子

（孫）会社化。

平成18年２月 東京都渋谷区渋谷二丁目に主たる営業所を移転。

平成18年２月 100％子会社 ADDENDIS株式会社を設立。

平成18年４月 プライバシーマークを取得。

平成18年８月 商号を株式会社オーベンに変更し、主たる事業を投資事業とする。

平成20年１月 東京都世田谷区三軒茶屋二丁目に主たる営業所を移転。
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３【事業の内容】

(1）事業の概要

  当社グループは、㈱オーベンおよび連結子会社７社（㈱トラスティ、ADDENDIS SMC㈱、ADDENDIS㈱、
ADDENDIS CAP
ITAL㈱、ADDENDIS HK(Hong Kong)Limited、SEIZAN投資事業有限責任組合、NORSTROM LP）で構成されております。
　当社グループは子会社等の整理・統廃合・合理化を推進しており、その一環として当連結会計年度において、㈱サイ
バーゲート、ADDENDIS LIFE㈱、㈱プライムスタイルを売却し、また、アイシーエフ１０８・ALB匿名組合、PORMAR
T LP、HOP&TEDDY㈱、㈱バリタスを解散しました。
オーベングループは「国際的な投資活動を通じて資金の効率的な配分を促し、地域社会の経済発展に貢献するこ

と」を経営理念と掲げ、躍動著しい日本、中国、韓国といった東アジア諸国に対する投資事業をコアビジネスとしてお

ります。

当社グループの事業区分毎の売上高構成比は以下のとおりであります。

区分

売上高構成比率（％）

第10期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第11期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

Ⅰ　事業運営部門 84.3 82.7

Ⅱ　投資部門 15.7 17.3

合計 100.0 100.0

　（注） 事業区分欄には、事業の種類別セグメント名称を記載しております。

　以上述べました事項を事業系統図によって示しますと次のとおりであります。

 ※　平成20年４月25日にADDENDIS㈱は破産手続きが開始されることとなりました。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金又
は出資金
（千円）

主要な事業の内容

　議決権の所有
（被所有）割合

関係内容
所有割合
（％）

被所有割
合（％）

（連結子会社）       

ADDENDIS㈱
 （注）１

東京都
世田谷区

10,000
各種広告企画・制
作並びにセールス
プロモーション

100.00 ―

役員の兼任あり
賃貸借契約
業務委託契約
資金援助あり

ADDENDIS HK（Hong Kong）
Limited
 （注）２

 香港
千香港ドル

700
経営支援サービス
（海外）

100.00 ―
役員の兼任あり
資金援助あり

ADDENDIS CAPITAL㈱
東京都
世田谷区

30,000
経営支援サービス
（国内）

100.00 ―
役員の兼任あり
資金援助あり

SEIZAN投資事業有限責任組
合

東京都
渋谷区

150,000 国内資金運用 100.00 ―  ―

NORSTORM LP
英国
ジャージー島

千米ドル
15,442

海外資金運用 100.00 ―  ―

ADDENDIS SMC㈱
東京都
世田谷区

10,000 持株管理会社 100.00 ―
役員の兼任あり
資金援助あり

㈱トラスティ
東京都
世田谷区

10,000
映像コンテンツ企
画・製作

100.00 ―
役員の兼任あり
資金援助あり

（注）１．ADDENDIS㈱については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が
10％を超えております。

　 　 ADDENDIS㈱
主要な損益情報等 (1) 売上高 769,912千円
　 (2) 経常損失 156,963千円
　 (3) 当期純損失 265,304千円
　 (4) 純資産額 △189,930千円
　 (5) 総資産額 205,042千円

　　　　２．債務超過会社であり、平成20年３月末時点での債務超過の額は以下のとおりであります。　　
ADDENDIS HK(Hong Kong) Limited　　　　　　　　    1,333,350千円
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５【従業員の状況】

(1）連結会社における状況

　 平成20年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名）

事業運営部門 26(2)　 　

投資部門 2 　

全社（共通） 5(1)　 　

合計 33(3)　 　

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。）は年間

の平均人員を（　）外数で記載しております。

２．全社（共通）は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

３．従業員数が前期末に比べ25名減少しましたのは、経営の合理化に伴うグループ会社の事業再編等によるもの

であります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年３月31日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

7(1)　 31.3 2.4 6,681

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。）は年間

の平均人員を（　）外数で記載しております。

２．従業員数が前期末に比べ11名減少しましたのは、経営の合理化に伴うグループ会社の事業再編等によるもの

であります。

　

(3）労働組合の状況

　労働組合は、結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

（1）業績
当連結会計年度（平成19年4月1日～平成20年3月31日）において、当社グループは前期に引き続き、グループの
再編を進めてまいりました。具体的には、コスト削減と不採算グループ会社の統廃合・清算、投資の回収等に注力

してまいりました。

　一方で平成20年３月18日に東京証券取引所より、有価証券上場規程第603条第６号（関連規則は同規程第601条第
19号（公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合））に該当するとの理由
から、平成20年４月19日付で上場廃止となる旨の通知を受けました。
　当社グループは子会社等の整理・統廃合・合理化を推進しており、その一環として当連結会計年度において、㈱

サイバーゲート、ADDENDIS LIFE㈱、㈱プライムスタイルを売却し、また、グローバル・プロパティー1号投資事業
組合、アイシーエフ108・ALB匿名組合、PORMART LP、HOP&TEDDY㈱、㈱バリタスを解散しました。
（事業セグメント別業績）

●事業運営部門

事業運営部門におきましては、グループの統廃合、整理の一環として、㈱サイバーゲートを売却しており、現在

はADDENDIS㈱のみが属す状況となっております。また、当社が上場来、継続しております広告・セールスプロ
モーション事業については事業環境の悪化から減収減益となりました。

　この結果、当連結会計年度の当該セグメントの業績は売上高1,410,299千円（前年比74.8％の減少）、営業損失
438,070千円（前年同期営業損失689,509千円）となりました。
●投資部門

主たる事業であります投資事業におきましては、㈱オーベンのほか、連結子会社であるADDENDIS CAPITAL㈱、
ADDENDIS HK(Hong Kong) Limitedや、投資事業組合を通じて国内外への投資を実施しております。
　インキュベーション事業として、グループ会社の育成を行ってまいりましたが、ADDENDIS LIFE㈱、㈱プライム
スタイルの売却、HOP&TEDDY㈱、㈱バリタスを解散したことに伴い、インキュベーション事業は縮小となりまし
た。

　投資事業におきましては、前期より持ち越しておりましたマカオ不動産への投資をキャンセルすることにより、

平成20年１月８日に投資額の一部（出資金約13,300,000米ドル）を回収しました。一方、残りのマカオ不動産への
投資について売却を予定しておりましたが、来期以降へ持ち越しとなりました。

　この結果、当連結会計年度の当該セグメントの業績は売上高295,526千円（前年比 71.6％の減少）、営業損失
90,182千円（前年同期営業損失515,370千円）となりました。
この結果、当連結会計年度の連結業績は、売上高1,705,826千円（前年同期売上高6,632,182千円）、営業損失

776,138千円（前年同期営業損失1,732,213千円）、経常損失803,182千円（前年同期経常損失1,989,955千円）、純損
失996,794千円（前年同期純損失8,473,967千円）となりました。

　

（2）キャッシュ・フローの状況
　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純損失1,012,684千
円であったものの、子会社等の整理・投資の回収に係る子会社株式の売却収入・貸付金の回収により資金が増加

したこと等から、前連結会計年度末に比べ1,357,307千円増加し、1,978,718千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果増加した資金は479,765千円（前年同期は828,731千円の減少）であります。
　これは主に、税金等調整前当期純損失が1,012,684千円ありましたが、破産更生債権等の回収467,527千円、売上債
権の減少141,077千円等があったことによるものであります。 

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果増加した資金は921,644千円（前年同期は4,873,880千円の減少）であります。
　これは主に、投資有価証券の取得による支出で250,000千円減少しましたが、貸付金の回収による収入1,035,394千
円、子会社の売却による収入111,282千円があったことによるものであります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果減少した資金は41,993千円（前年同期は2,730,673千円の増加）であります。
　これは主に、借入金の返済を41,988千円行なったことによるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績及び受注の状況

　当社グループは、広範囲かつ多種多様にわたるサービスの提供を事業としております。事業の種類別セグメントご

との生産及び受注実績については、サービスの内容、構造、形式等が必ずしも一様でないため、その金額あるいは数

量を記載しておりません。

　このため、生産、受注及び販売の状況については、「１．業績等の概要」における各事業の種類別セグメント業績

に関連付けて示しております。

(2）販売実績

区分 金額（千円） 前年同期比（％）

Ⅰ　事業運営部門 1,410,299 25.2

Ⅱ　投資部門 295,526 28.4

合計 1,705,826 25.7

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 　　　 ２．主要な販売先別の販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10以上の相手先はありませんので、記載を省

略しております。

３【対処すべき課題】

  当社は平成20年3月10日に大阪地方検察庁から送達された起訴状を受理いたしました。起訴状は、当社及び元当社代

表取締役ら２名他１名を被告とし、公訴提起されたものであり、公訴事実は元当社代表取締役ら被告人３名が、平成17

年２月９日に実施された株式交換による完全子会社化に際し、対象会社の企業価値を過大に評価し、当該株式交換及

びその交換比率等が正当なものである旨を公表するなどの偽計を用いたというものであります。この事実を厳粛に受

け止め、二度と同様の行為が起こることのないよう、コンプライアンスの意識向上、内部管理体制のより一層の充実・

強化を図り、信頼の回復を最重要課題として下記取り組みを行ってまいります。

 ① 投資事業における収益の安定化

 ② IR（株主・投資家向け広報）の強化による経営の透明性の向上

 ③ 内部統制の構築、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスの強化 

また、当社は、平成18年8月４日以来、当社事業の再生および経営実態の調査を実施してまいりましたが、現段階におい

て当社および当社グループの取締役および関係者の一部に不正の疑義があったと考えざるを得ない状況にあります。

当社といたしましては、引き続き事実関係を明らかにするとともに、損害の回復と法的な措置を含めて厳格に対処し

てまいります。

　

４【事業等のリスク】

　以下において当社グループ企業の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載いたし

ます。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事

項については、積極的に開示しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生

の回避及び発生した場合の対応に努める所存でありますが、本株式に関する投資判断は、以下特別記載事項を慎重に

ご検討されたうえで行われる必要があると考えられます。

　　①起訴に伴うリスク

　当社は平成20年3月10日に大阪地方検察庁より起訴状を受理しました。起訴状は、当社及び元当社代表取締役ら２
名他１名を被告とし、公訴提起されたものであります。

公訴事実は、元当社代表取締役ら被告人３名が、株式交換による完全子会社化に際し、対象会社の企業価値を過大に

評価し、当該株式交換及びその交換比率等が正当なものである旨を公表するなどの偽計を用いたというものであり

ます。

今後の裁判において、本件についての事実関係は明らかになっていくと認識しておりますが、起訴内容にもとづい

た両罰規程により、５億円以下の罰金刑を課せられる可能性がございます。
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　　②非上場化に伴うリスク

　当社は平成20年3月18日に東京証券取引所より、有価証券上場規程第６０３条第６号（関連規則は同規程第６０１
条第１９号（公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合））に該当すること

から、平成20年4月19日付で上場廃止となる旨の通知を受け取り、非上場会社となりました。
非上場化に伴う与信の低下や取引条件の変更といった影響も考えられることから、当社グループの業務運営や経営

成績、および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　　③経済情勢および市場動向に係るリスク

　当連結会計年度の日本経済は、原油などの原材料価格の高騰や、米国におけるサブプライム・ローン問題発生に端

を発する海外経済の不透明要因に伴い、景気に対する先行き警戒感が強まりつつあります。

　当社は投資を主たる事業としておりますが、外部環境の影響を受けやすい側面を持ち合わせており、世界中の様々

な外部環境の変化に伴い、予定通りの収益を達成できず、当社グループの業務運営や経営成績、および財務状況に影

響を及ぼす可能性があります。

　　④為替・金利・株式市場に係るリスク

　当社グループが保有する投資有価証券の評価は国内・海外の経済情勢や株式市場・為替市場の動向に依存しま

す。特に、本年度から中国・マカオ地域への重点投資を行っており、為替の状況により予定された売上・利益が確保

されず、当社グループの業務運営や経営成績、および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　　⑤取引先に係るリスク

　当社グループの取引先については、十分な信用調査の上その取引を行っていますが、偶発債務の発生等によりその

取引先との継続取引ができない可能性があります。その場合、サービスの提供の継続が困難になる場合や、投資先か

らの早期撤退、貸倒れの発生などが想定され、当社グループの業務運営や経営成績、および財務状況に影響を及ぼす

可能性があります。

　　⑥法的規則等に係るリスク

　当社グループの事業に関連して、ビジネス継続に著しく重要な影響を及ぼす法規制は現在のところありません。し

かし今後の法整備の結果次第では、なんらかの規制、影響を強く受ける場合があります。

　昨年度から中国・マカオ地域への重点投資を行っておりますが、マカオ地域は中国からの渡航規制やカジノ事業

免許などの規制緩和により、この数年著しい成長を遂げております。今後も大型カジノのオープンや中国をはじめ

とする外部からの渡航者の増加により、ますます成長が望まれると考えておりますが、法的規則などにより、マカオ

市場の成長が予想を下回り、投資事業において予定された売上・利益が確保されない場合があります。

　また近年、会計基準に関する国際的なルールの整備の流れがある中で、当社グループは各種会計基準の変更に対し

て適切かつ迅速な対応を行ってまいりました。しかし、将来において会計基準の大きな変更があった場合には、当社

グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

　そして、当社グループでは内部統制システムの基本方針に従い、法令諸規制が遵守されるよう、役職員に対するコ

ンプライアンスの徹底に努めていますが、これが遵守できなかった場合には、当社グループの業務運営や経営成績、

および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　　⑦マネジメントの不測の事態に係るリスク

　当社の事業は、当社グループの役職員により企画・推進されていますが、重要な経営陣、役職員に不測の事態が生

じ、円滑な会社経営に支障が生じた場合には、当社グループの業務運営や経営成績、および財務状況に影響を及ぼす

可能性があります。

　　⑧業務提携先に係るリスク

　当当社グループの業務提携先については、提携による事業効果や提携先の業務遂行能力、信用力の測定を十分に

行っておりますが、偶発的な事象により業務提携を継続できない可能性があります。業務提携先に強く依存した事

業や投資が一部ある為、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

　　⑨自然災害に係るリスク

  地震や台風等の自然災害、一部地域における伝染病、未知のコンピューターウイルス、テロ攻撃といった事象が発

生した場合、当社の事業活動に支障が生じる他、当社のサービスへの信頼性の低下を招きかねません。こうした事態

を想定し、当社独自の災害発生時の対処、復旧計画、データのバックアップ体制を構築、定期的に内容の見直しを実

施しておりますが、影響を完全に防止、軽減できる保証はないため、当社グループの業務運営や経営成績、および財

務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　　⑩継続企業の前提に係るリスク

　「「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況」において記載されておりますとおり、当社グルー

プは、当連結会計期間において、776,138千円の営業損失、996,794千円の純損失を計上しております。当該状況によ
り、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じております。

当該状況の解消を図るべく当社グループといたしましては「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または

状況」に記載いたしました対策を講じてまいりますが、これらの対策が計画どおり進捗しなかった場合、予想して

いた収益が確保できない可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

当連結会計年度において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。

（株式譲渡）

　当社のグループ戦略の転換に伴い、より高い成長性・収益性の見込まれる分野への経営資源のシフトを行うことが

グループ全体の企業価値増大に寄与するとの判断から、当社の連結子会社（完全子会社）の㈱サイバーゲートの株式

を㈱SKYRINGに譲渡、平成19年４月27日に株式譲渡契約が締結されました。

　（１）株式譲渡の目的

　より高い成長性・収益性の見込まれる分野への経営資源のシフトを行うことがグループ全体の企業価値増大に

寄与するとの判断に至ったため

　（２）譲渡株式数

　　　　800株（発行済株式総数の100%）

　（３）譲渡金額

　　　　115百万円

　（４）株式譲渡日

　　　　平成19年４月27日

　

（株式譲渡）

　当社のグループ戦略の転換に伴い、より高い成長性・収益性の見込まれる分野への経営資源のシフトを行うことが

グループ全体の企業価値増大に寄与するとの判断から、当社の連結子会社（完全子会社）のADDENDIS LIFE㈱の株式

を(有)オアシスインターナショナルに譲渡、平成19年10月24日に株式譲渡契約が締結されました。

　（１）株式譲渡の目的

　より高い成長性・収益性の見込まれる分野への経営資源のシフトを行うことがグループ全体の企業価値増大に

寄与するとの判断に至ったため

　（２）譲渡株式数

　　　　200株（発行済株式総数の100%）

　（３）譲渡金額

　　　　63,500千円

　（４）株式譲渡日

　　　　平成19年10月24日

　

（株式譲渡）

　当社のグループ戦略の転換に伴い、より高い成長性・収益性の見込まれる分野への経営資源のシフトを行うことが

グループ全体の企業価値増大に寄与するとの判断から、当社の連結子会社（完全子会社）の㈱プライムスタイルの株

式を宇野　浩之氏に譲渡、平成19年11月１日に株式譲渡契約が締結されました。

　（１）株式譲渡の目的

　より高い成長性・収益性の見込まれる分野への経営資源のシフトを行うことがグループ全体の企業価値増大に

寄与するとの判断に至ったため

　（２）譲渡株式数

　　　　200株（発行済株式総数の100%）

　（３）譲渡金額

　　　　1円

　（４）株式譲渡日

　　　　平成19年11月１日

　

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

　本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書提出日現在において判断したも

のであります。

 （1）重要な会計方針及び見積もり

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成されて

おります。

　この連結財務諸表の作成にあたって、経営者は、適正な連結財務諸表を作成する責任を有しており、以下の確認を

行っております。

① 連結財務諸表及びその作成の基礎となる会計記録に適切に記録していない重要な取引はありません。

② 取立て不能の恐れがある債権には、必要と認める額の引当金を計上しております。

③ 金融商品の時価の算定方法とその算定に当たり用いた重要な仮定は、適切なものであると判断しております。

　経営者は、過去の実績や状況に応じ合理的だと考えられる様々な要因に基づき、見積り及び判断を行い、その結果は

他の方法では判定しにくい資産・負債の簿価及び収入・費用の報告数字についての判断の基礎となります。実際の結

果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

　当社グループは、特に上記の重要な会計方針が、当社グループの連結財務諸表の作成において使用される当社グルー

プの重要な判断と見積りに大きな影響を及ぼすと考えております。

 （2）当連結会計年度の経営成績の分析

① 売上高

　当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度の6,632,182千円に対し1,705,826千円となりました。

　事業運営部門におきましては、グループ会社の整理・統廃合・合理化の一環として当連結会計年度において、㈱サ

イバーゲートの売却を行いました。これにより広告・セールスプロモーション事業をてがけるADDENDIS㈱のみと

なりましたが、当該事業の環境が悪化したことに伴い、当初計画を下回る結果となりました。この結果、事業運営部

門における売上高は1,410,299千円となりました。

　投資部門におきましては、連結子会社であるADDENDIS CAPITAL㈱、ADDENDIS HK（Hong Kong）Limitedや投資

事業組合を通じて国内外への投資を実施しております。前連結会計年度から引き続き、当連結会計年度におきまし

ても事業運営を目的としていたグループ会社の一部について、売却によるキャピタルゲインの取得へと方針を変更

しており、当連結会計年度においてはADDENDIS LIFE㈱、㈱プライムスタイルの売却を行いました。しかし、中国・

マカオ地区における不動産への投資の一部譲渡が平成21年３月期へ持ち越しとなり、見込んでいた売上が実現でき

ませんでした。この結果、投資部門における売上高は295,526千円となりました。

② 営業損失

　連結営業損失は、前連結会計年度の営業損失1,732,213千円に対し776,138千円となりました。

　事業運営部門におきましては、広告・セールスプロモーション事業の環境悪化による利益率の低下等により、事業

運営部門における営業損失は438,070千円となりました。

　投資部門におきましては、当連結会計年度において当面の事業再編を終えており、前連結会計年度と比較すると一

定の効果は見られましたが、当該子会社の営業損失及び事業再編に係る費用等により、投資部門における営業損失

は90,182千円となりました。　

③ 特別損益及び当期純損失

　当連結会計年度においては、㈱サイバーゲート、ADDENDIS LIFE㈱、㈱プライムスタイルの売却による売却益

120,359千円、新株予約権戻入益175,200千円の特別利益を計上しておりますが、一方、海外子会社の解散に伴う損失、

保有債権に係る回収可能性の再評価に伴う貸倒引当金の計上により、当期純損失は996,794千円（前期純損失

8,473,967千円）となりました。これにより、１株当たり当期純損失は3,609円70銭（前期１株当たり当期純損失

33,582円34銭）となりました。
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（3）経営成績に重要な影響を与える要因について

　当社グループは、前連結会計年度に引き続き、当連結会計年度において776,138千円の営業損失、996,794千円の当期純

損失を計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じております。当該状況が解消されない場合、業績に大

きな影響を与える可能性があります。

　また当社グループは投資を主たる事業としておりますが、外部環境の影響を受けやすい側面を持ち合わせており、世

界中の様々な外部環境の変化に伴い、予定通りの収益を達成できず、当社グループの業務運営や経営成績に影響を及

ぼす可能性があります。これら要因の詳細については、４［事業等のリスク］に記載のとおりであります。

（4）経営戦略の現状と見通し

  当社グループの主たる事業である投資事業へのドメイン（主たる事業領域）のシフトを進めてきましたが、中長期

的には、国内に限らず、アメリカ、ヨーロッパ、アジアといったグローバルな規模で競争力のある投資会社へと移り変

わることを目指し、更なるリスク管理機能の強化とノウハウの蓄積を行ってまいります。

　また、M&Aにより取得した企業の収益が短期間のうちに悪化し、グループ全体の大幅な収益性の低下を招いたことか

ら不採算事業の整理・統合・売却を強力に推進した結果、グループ企業数は前連結会計度末の15社から7社へ削減し

ておりますが、翌連結会計年度においてはさらに経営資源の選択と集中を徹底してまいります。投資事業においては

リスク管理を徹底し、損失の発生を未然に防止することで安定的な収入基盤を確立するよう努めてまいります。

（5）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投資有価証券の取得等により資金が減少

しましたが、マカオ不動産への投資額の一部を回収したため資金が増加しました。

　その結果、現金及び現金同等物は1,978,718千円となりました。

（6）経営者の問題意識と今後の方針について

  当社グループは「国際的な投資活動を通じて資金の効率的な配分を促し、地域社会の経済発展に貢献すること」を

経営理念と掲げ、この理念を追求していくためにも、より強固な財務基盤の確立と、収益力の一層の向上を図っていく

ことが重要であると考えています。

　そして既存のグループ会社の効率化をより徹底して図っていくと共に、躍動著しい日本、中国、韓国といった東アジ

ア諸国に対し、効率の良い秀れた投資を行っていく国際投資事業を特に強化していきたいと考えています。画期的な

経済変動を的確に捉え、「資金効率の著しく高い国際投資会社になる」というビジョンのもとに、既存のグループ企

業とのシナジーも図りつつ、強力なグループを構築してまいります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度において当社グループは、業務効率化、経費削減、経営管理機能の強化を目的として本店移転を

行っており、20,231千円の設備投資を実施しました。これに伴い、旧事業所の設備82,633千円が減少しております。

２【主要な設備の状況】

　平成20年３月31日現在における事業所の設備及び従業員の配置は次のとおりであります。

(1）提出会社

事業所名
（所在地）

事業の種類別セグメ
ントの名称

設備の内容

帳簿価額（千円） 従業員数
（名）
外（臨時雇
用者数）

建物及び
構築物

工具器具
備品

合計

本社
（東京都渋谷区）

グループ会社管理統括
業務

本社設備 19,428 3,213 22,642
7
(1)

(2）国内子会社

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種類別セグ
メントの名称

設備の内容

帳簿価額（千円） 従業員数
（名）
外（臨時雇
用者数）

工具器具
備品

合計

ADDENDIS㈱ 本社
（東京都世田谷区）

事業運営部門 備品 3,023 3,023 26
(2)　

　（注）１．金額には消費税等を含めておりません。

　　　　２．従業員数の（　）は、臨時雇用者数を外書しております。

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設等

　該当事項はありません。

(2）重要な設備の除却等

　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,000,000

計 1,000,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）
（平成20年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年６月27日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 276,172.95 276,172.95 非上場・非登録
　

完全議決権株式であ
り、権利内容に何ら
限定のない当社にお
ける標準となる株式

計 276,172.95 276,172.95 ― ―

　（注）提出日現在の発行数には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
された株式数は、含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

① 平成16年４月６日臨時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数（個） 53（注）１ 53（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 212 212

新株予約権の行使時の払込金額（円） 206,558（注）２ 同左

新株予約権の行使期間
平成16年11月１日

平成21年３月31日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

　      発行価額　　206,558

　      資本組入額　103,279
同左

新株予約権の行使の条件

　権利行使時においても、当社の取締

役、監査役、及び従業員、並びに関係

協力者及び関係協力法人の地位にあ

ることを要す。ただし、当社取締役、

当社監査役を任期満了により退任し

た場合、定年退職その他の正当な理

由のある場合にはこの限りでない。

なお、その他の条件については、本総

会及び新株予約権発行の取締役会決

議に基づき、当社と新株予約権者と

の間で締結する「新株予約権割当契

約書」に定めるところによる。

 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権を譲渡するには取締役

会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項
─ ─ 

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、４株であります。

２．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　なお、株式の分割及び時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整

により生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金

調整後発行価額＝調整前発行価額×
分割・新規発行前の価格

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

② 平成16年６月29日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数（個） 127（注）１ 127（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左
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事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の目的となる株式の数（株） 508 508

新株予約権の行使時の払込金額（円） 414,544（注）２ 同左

新株予約権の行使期間
平成17年１月１日

平成21年６月30日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

　       発行価額　　414,544

　       資本組入額　207,272
同左

新株予約権の行使の条件

　権利行使時においても、当社の取締

役、監査役、及び従業員、並びに関係協

力者及び関係協力法人の地位にある

ことを要す。ただし、当社取締役、当社

監査役を任期満了により退任した場

合、定年退職その他の正当な理由のあ

る場合にはこの限りでない。なお、そ

の他の条件については、本総会及び新

株予約権発行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者との間で締結

する「新株予約権割当契約書」に定

めるところによる。

 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権を譲渡するには取締役会

の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項  ─  ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項
 ─  ─

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、４株であります。

２．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　なお、株式の分割及び時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整

により生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金

調整後発行価額＝調整前発行価額×
分割・新規発行前の価格

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

会社法に基づき発行した新株予約権はございません。
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（３）【ライツプランの内容】

 　　　該当事項はありません。

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数 資本金 資本準備金

増減数
（株）

残高
（株）

増減額
（千円）

残高
（千円）

増減額
（千円）

残高
（千円）

平成16年４月22日（注）１ 668 14,668 ― 1,224,400 9,750 622,769

平成16年７月20日（注）２ 14,668 29,336 ― 1,224,400 ― 622,769

平成16年７月30日（注）３ 192 29,528 12,000 1,236,400 12,000 634,769

平成16年９月14日（注）４ 960 30,488 ― 1,236,400 8,632 643,401

平成16年９月22日（注）５ 1,280 31,768 ― 1,236,400 1,370 644,771

平成16年10月19日（注）６ 450 32,218 ― 1,236,400 7,765 652,536

平成16年11月10日（注）７ 1,200 33,418 ― 1,236,400 1,125 653,662

平成16年12月15日（注）８ 33,012.4 66,430.4 ― 1,236,400 ― 653,662

平成16年12月28日（注）９ 3,513.02 69,943.42 ― 1,236,400 984,187 1,637,850

平成17年２月９日（注）10 2,365 72,308.42 ― 1,236,400 91,001 1,728,851

平成17年４月４日（注）11 2,363 74,671.42 ― 1,236,400 9,882 1,738,733

平成17年５月30日（注）12 4,400.01 79,071.43 ― 1,236,400 100,034 1,838,767

平成17年７月26日（注）13 2,964 82,035.43 ― 1,236,400 64,618 1,903,385

平成17年７月29日（注）14 988 83,023.43 ― 1,236,400 22,943 1,926,329

平成17年９月13日（注）15 2,680 85,703.43 ― 1,236,400 39,511 1,965,841

平成17年10月11日（注）16 4,616 90,319.43 ― 1,236,400 802,891 2,768,732

平成17年12月20日（注）17 1,200 91,519.43 ― 1,236,400 17,428 2,786,160

平成17年12月20日（注）18 5,120 96,639.43 ― 1,236,400 5,765 2,791,926

平成18年１月31日（注）19 2,160 98,799.43 ― 1,236,400 78,284 2,870,211

平成18年３月20日（注）20 22,000 120,799.43 837,540 2,073,940 837,540 3,707,751

平成18年６月19日（注）21 110,000 230,799.43 2,416,590 4,490,530 2,416,590 6,124,341

平成18年６月29日（注）22 ― 230,799.43 ― 4,490,530 △5,827,748 296,593

平成18年９月８日（注）23 ― 230,799.43 △4,331,702 158,828 0 296,593

　　　　 平成16年４月１日～

平成17年３月31日（注）24
12,877.65 243,677.08 2,000,007 2,158,835 1,999,992 2,296,585

　　　　 平成17年４月１日～

平成18年３月31日（注）24
24,015.87 267,692.95 3,000,011 5,158,847 2,999,988 5,296,573

　　　　 平成16年４月１日～

平成17年３月31日（注）25
7,284 274,976.95 211,991 5,370,838 211,991 5,508,564

　　　　 平成17年４月１日～

平成18年３月31日（注）25
1,196 276,172.95 45,751 5,416,590 45,751 5,554,316

　（注）１．当該株式交換により、株式会社ワン・ウィングを完全子会社としております。

２．当該株式分割により、株式を１：２の割合で分割しております。

３．当該新株引受権の行使により、株式数が増加いたしました。

４．当該株式交換により、株式会社ヴァリアスを完全子会社としております。

５．当該株式交換により、株式会社濱商を完全子会社としております。
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６．当該株式交換により、株式会社オーダーボックス・ドットコムを完全子会社としております。

７．当該株式交換により、株式会社ディー・アンド・オービットを完全子会社としております。

８．当該株式分割により、株式を１：２の割合で分割しております。

９．当該株式交換により、株式会社ウェルコムを完全子会社としております。

10．当該株式交換により、株式会社大阪第一企画を完全子会社としております。

11．当該株式交換により、株式会社バリタスを完全子会社化としております。

12．当該株式交換により、株式会社エイチ・エヌ・ティーを完全子会社化としております。

13．当該株式交換により、株式会社ゼルスを完全子会社化としております。

14．当該株式交換により、株式会社プライムスタイルを完全子会社化としております。

15．当該株式交換により、株式会社サイバーゲートを完全子会社化としております。

16．当該株式交換により、株式会社出晄エンタープライズを完全子会社化としております。

17．当該株式交換により、株式会社ゾディアックを完全子会社化としております。

18．当該株式交換により、日欧貿易株式会社を完全子会社化としております。

19．当該株式交換により、株式会社エフ・マックを完全子会社化としております。

20．当該第三者割当により、株式数が増加いたしました。　　

21．当該第三者割当により、株式数が増加いたしました。　　

22．当該資本準備金の減少により、資本準備金が減少いたしました。　　

23．当該資本の減少により、資本が減少いたしました。　　

24．当該転換社債型新株予約権付社債の株式転換により、株式数が増加いたしました。また、平成18年４月１日か

ら平成20年５月31日までの間、転換社債型新株予約権付社債の株式転換はございませんでした。

25．当該新株予約権の行使により、株式数が増加いたしました。また、平成18年４月１日から平成20年５月31日ま

での間、新株予約権の行使はございませんでした。

（５）【所有者別状況】

　 平成20年３月31日現在

区分

株式の状況
端株の状況
（株）政府及び地

方公共団体
金融機関

金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数

（人）

　         

─　 2 14 63 22 8 8,818 8,927 ―

所有株式数

（株）

　         

　─ 1,122 2,151 113,700 49,686 664 108,842 276,165 7.95

所有株式数の

割合

（％）

　         

　─ 0.40 0.78 41.18 17.99 0.24 39.41 100.00 ―

　（注）１．上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が4,232株含まれております。

２．自己株式29.76株のうち、29株は「個人その他」、0.76株につきましては「端株の状況」に含まれております。
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（６）【大株主の状況】

　 平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合
（％）

企業再生２号投資事業組合 東京都中央区湊３丁目８-１ 40,000 14.48

小山田　壮権 東京都練馬区 26,933 9.75

企業再生１号投資事業組合 東京都中央区湊３丁目８-１ 25,000 9.05

ＫＩＷＡＭＩ１号投資事業組合 東京都中央区湊３丁目８-１ 24,704 8.95

クラリデン　ロイ　リミテツド　レジデント　
トウキョウ（常任代理人：株式会社三菱東
京ＵＦＪ銀行）

P.O.BOX CH-8070 ZURICH SWITZERLAND
（東京都千代田区丸の内２丁目７-１）

20,180 7.31

バリューアップ１号投資事業組合 千葉県船橋市山手１丁目１-３ 16,000 5.79

チェスター　キャピタル　コーポレーション
(常任代理人：大竹　光城)

ALMEN,CORDERO,
GALINDO&LEE TRUST(BVI)LI
MITED PO BOX 3715,
ROAD TOWN TORTOLA BRITIS
H VIRGIN ISLANDS（東京都文京区）

13,000 4.71

シービーホンコン　コリア　セキュリティー
ズ　デポジトリー　エトレード（常任代理
人：シティバンク銀行株式会社）

34-6 YOIDO-DONG,YOUNGDEUNGPO-GU,
SEOUL 150-884,KOREA
（東京都品川区東品川２丁目３番14号）

7,775 2.82

野本　誠一 千葉県千葉市緑区 3,502 1.27

崔　正博 兵庫県神戸市中央区 2,293 0.83

計 ― 179,387 64.95

　（注）1.　前事業年度末現在主要株主であった立花証券株式会社は、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。

　      2.　前事業年度末現在主要株主でなかった企業再生２号投資事業組合は、当事業年度末では主要株主となっており

ます。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　29 ―
権利内容に何ら限定の
ない当社における標準
となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式　  276,136 276,136 同上

端株 普通株式　7.95 ― 同上

発行済株式総数 276,172.95 ― ―

総株主の議決権 ― 276,136 ―

　（注）「完全議決権株式（その他）の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,232株（議決権4,232個）含ま
れております。

②【自己株式等】

　 平成20年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

 株式会社オーベン
 東京都渋谷区渋谷
　　　
 ２丁目12-19

29.76 ― 29.76 0.0

計 ― 29.76 ― 29.76 0.0
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（８）【ストックオプション制度の内容】

　当社はストックオプション制度を採用しております。

（平成16年４月６日臨時株主総会決議）
　当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21に基づく新株予約権方式によるもので、当社取締役及び当社従
業員等に対し勤続年数及び役職を勘案し、平成16年４月６日開催の臨時株主総会において新株予約権の付与を決
議いたしました。

　当該制度の内容は以下のとおりであります。

決議年月日 平成16年４月６日

付与対象者の区分及び人数
　 当社取締役　　　３人
　 当社従業員　　　24人
　 当社社外協力者　28人

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

　（注）新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
　なお、株式の分割及び時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整

により生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 ×１株当たり払込金

調整後発行価額 ＝調整前発行価額 ×
分割・新規発行前の価格

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

（平成16年６月29日定時株主総会決議）
　当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21に基づく新株予約権方式によるもので、当社取締役及び当社従
業員等に対し勤続年数及び役職を勘案し、平成16年６月29日開催の定時株主総会において新株予約権の付与を決
議いたしました。

　当該制度の内容は以下のとおりであります。

決議年月日 平成16年６月29日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　　　５人
当社従業員　　　10人
当社社外協力者　３人

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　なお、株式の分割及び時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整
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により生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 ×１株当たり払込金

調整後発行価額 ＝調整前発行価額 ×
分割・新規発行前の価格

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数
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２【自己株式の取得等の状況】

　【株式の種類等】　該当事項はありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　　 該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　　 該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　　 旧商法第220条の6の規定に基づく端株の買取請求による普通株式の取得

区分 株式数（株） 価格の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 0.75 5,599

当期間における取得自己株式 － －

（注）当期間における取得自己株式には、平成20年4月1日から有価証券報告書提出日までの端株の買取りによる株式

数は含めておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式     

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

－ － － －

その他
（－）

－ － － －

保有自己株式数 29.76 － 29.76 －

（注）保有自己株式数の当期間には、平成20年4月1日から有価証券報告書提出日までの端株の買取りによる株式数は

含めておりません。

３【配当政策】

　当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定し

た配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

　これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

  当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定め

ておりましたが、今後において機動的な資本政策および配当政策の実施に備えるため、平成20年６月26日開催の第11

回定時株主総会において定款変更議案が承認可決され「剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項につ

いては、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。」旨定款変更を

行っております。

　当事業年度の配当につきましては、当事業年度の業績その他諸般の状況を勘案し、配当を行える財務状態に無いとの

判断から誠に遺憾ながら無配とさせていただくことを決定いたしました。
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４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高（円） 287,000
528,000

※１□1,040,000
※２□　426,000

493,000 109,000 13,190

最低（円） 101,000
268,000

※１□　179,000
※２□　257,000

71,000 7,400 1,710

　（注）１．最高・最低株価及び株式売買高は、東京証券取引所（マザーズ）におけるものであります。

　　　　２．□印は、株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。

なお、第８期は平成16年５月31日現在及び平成16年10月25日現在の株主に対して、株式分割を２回実施して

おりますので、５月31日によるものを※１で、12月15日によるものを※２で示しております。

（２）【最近６箇月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高（円） 13,190 8,600 8,160 7,470 6,570 6,450

最低（円） 7,530 7,250 6,710 5,900 4,010 1,710

　（注） 　最高・最低株価及び株式売買高は、東京証券取引所（マザーズ）におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
式数
（株）

代表取

締役社

長

　 上野　智司 昭和43年８月2日生

平成３年４月 日興證券株式会社（現日興コーディアル証券株式会

社）入社

（注）
3 

80

平成８年４月 株式会社ブルート入社

平成11年10月 株式会社ヤマグチ（現ジェスネット株式会社）入社

平成14年１月 マイクロソフト株式会社入社

平成17年10月 マイクロソフト株式会社退社

平成19年２月 当社取締役就任

平成19年６月 当社代表取締役社長就任（現任）

取締役
管理本

部長
山本　敏晴 昭和38年10月４日生

昭和63年４月 株式会社ヒューマックス入社

（注）
3 

118

平成８年９月 株式会社新声社入社

平成12年６月 株式会社オフィス・トゥー・ワン入社

平成13年２月 オートバイテル・ジャパン株式会社入社

平成14年11月 当社入社　管理本部長（現任）

平成19年６月 当社取締役就任（現任）

取締役 　 石井　浩 昭和43年９月５日生

平成３年４月 日興證券株式会社（現日興コーディアル証券株式会

社）入社

（注）
1,3 

－

平成18年１月 日興證券株式会社（現日興コーディアル証券株式会

社）退社

平成18年２月 有限会社キャピタル・マネジメント設立　取締役就任

（現任）

平成18年８月 エピック・マネジメント株式会社　代表取締役就任（現

任）

平成20年６月 当社取締役就任（現任）

常勤監

査役
　 髙田　猛　 昭和24年８月31日生

昭和43年４月 株式会社住友銀行入行

（注）
2,5 

―

平成12年７月 株式会社日成経営総括責任者

平成16年12月 有限会社アスナル設立代表就任（現任）

平成18年５月 株式会社松戸プラクテスサポート設立代表取締役就任

（現任）

平成19年２月 当社監査役就任（現任）

監査役 　 泉部　充 昭和44年２月27日生

平成３年４月 アーサーアンダーセン宇野紘一税理士事務所入所

（注）
2,4 

―

平成４年12月 税理士登録

平成７年４月 監査法人さくら綜合事務所入所

平成８年10月 泉部充税理士事務所開設代表（現任）

平成18年８月 当社監査役就任（現任）

監査役 　 土居　明史 昭和46年５月12日生

平成８年10月 監査法人トーマツ入所

（注）
2,5 

―
平成12年７月 公認会計士登録

平成18年９月 シティア公認会計士共同事務所パートナー（現任）

平成19年２月 当社監査役就任（現任）

    計 198

（注）　１．取締役 石井浩氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
　　　　２．監査役 高田猛氏、泉部充氏、土居明史氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
　　　　３．取締役の任期は、平成20年６月26日開催の定時株主総会の終結後、１年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
　　　　４．監査役の任期は、平成18年８月４日開催の臨時株主総会の終結後、４年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
　　　　５．監査役の任期は、平成19年２月20日開催の臨時株主総会の終結後、４年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

EDINET提出書類

株式会社　オーベン(E05140)

有価証券報告書

26/84



６【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、コーポレート・ガバナンスを当社グループ全体の重要課題と認識し、透明性の高い健全なコーポレート・ガ

バナンス体制及び企業倫理の構築に向け、鋭意改善努力を行っております。特にIRの強化・充実を通じた信頼の回復

と経営の透明性の向上を図っていく所存であります。　

（1）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

① 会社の機関の基本説明

　当社は、監査役制度を採用しており、社外監査役を３名選任しております。取締役会は経営の基本方針、法令で

定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況を監督する機関と位置付け

ておりますが、取締役会とは別に、取締役及び監査役が出席する経営会議を開催し、重要事項等の確認、決定を

行ってコンプライアンスの徹底を図り、業務執行を監視する役目を果たしております。

　また、法律上の判断が必要となったときには顧問弁護士に随時確認するなど、法律面のコントロール機能が経

営上に働くようにしております。

　当社は、会計監査人と監査契約及び四半期財務諸表に対する意見表明業務契約を締結し、会社法監査、金融商

品取引法監査、ならびに四半期財務諸表に対する意見表明を受け、当社のコーポレートガバナンスに大きな役

割を果たしております。

② 内部統制の仕組み

　

③ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

　当社は、毎週１回程度の取締役会を開催しており、取締役会の構成は、社内取締役２名、社外取締役１名の計３

名体制で経営管理を行っております。これにより、営業進捗状況、経済環境の分析、利益計画の進捗状況など情

報の共有化、重要事項等の確認・決定についてコンプライアンスの徹底を図り、業務執行の監視を行っており

ます。業務を執行する取締役だけでなく、監査役も必要に応じ取締役会以外の社内会議に出席することにより、

コーポレート・ガバナンスの強化が図られております。

④ 内部監査及び監査役監査の状況

　当社グループにおいて、内部監査は行っておりません。監査役監査につきましては、業務改善指導及び改善状

況の実地確認を共同で行なっております。コンプライアンスの総合的な状況については、必要に応じ顧問弁護

士に報告のうえ、適切な指導をいただいております。
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⑤ 会計監査の状況

　当社は、会計監査人と監査契約および四半期財務諸表に対する意見表明業務契約を締結し、金融商品取引法監

査、ならびに四半期財務諸表に対する意見表明を受け、当社のコーポレート・ガバナンスに大きな役割を果た

しております。

監査法人ウィングパートナーズ（平成19年４月１日から平成20年３月31日）

指定社員　業務執行社員　公認会計士　赤坂　満秋　

指定社員　業務執行社員　公認会計士　森下　賢ニ　

会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士５名、その他４名

⑥ 社外取締役及び社外監査役との関係

　当社常勤監査役の高田猛氏は、有限会社アスナル、株式会社松戸プラクテスサポートの代表取締役を兼務して

おりますが、当社グループとの人事、資金、技術提供及び取引などの関係はございません。

　当社監査役の泉部充氏は、泉部充税理士事務所の代表を兼務しておりますが、当社グループとの人事、資金、技

術提供および取引などの関係はございません。

　当社監査役の土居明史氏は、匠鮮股?有限公司の取締役を兼務しておりますが、当社グループとの人事、資金、

技術提供および取引などの関係はございません。

⑦ 取締役の定数

　当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

⑧ 責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外監査役について、会社法第427条第１項の規定に基づいた同法第423条第１項の損害賠償責任を

限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は監査役髙田猛氏ならびに監査役

泉部充氏ならびに土居明史氏は当該監査役報酬の２年分または会社法425条１項に定める最低責任限度額のい

ずれか高い額としております。

⑨ 取締役の選任及び解任の決議要件

　当社の取締役の選任決議について取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の

1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

⑩ 剰余金の配当等の決定機関

　当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を

除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等

を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑪ 自己の株式の取得

　当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、市場取引等により自己の株式を取得することを取締役会の決議

をもって定めることができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策

の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

⑫ 取締役及び監査役及び会計監査人の責任免除

　当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間に、同法第423条第1項の行為による賠償責任

に関し、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする旨の契約を締結することができる旨定款に

定めております。

　当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、監査役（監査役であった者を含む。）の同法第423条第1項の行

為による賠償責任に関し、取締役会の決議をもって、法令の限度において免除することができる旨定款に定め

ております。

　当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、会計監査人（会計監査人であった者を含む。）の同法第423条第

1項の行為による賠償責任に関し、取締役会の決議をもって、法令の限度において免除することができる旨定款

に定めております。

　これは、取締役及び監査役および会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待さ

れる役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

⑬ 株主総会の特別決議要件

　当社の会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の

３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これ

は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とす

るものであります。
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（2）リスク管理体制の整備の状況

　当社のリスク管理体制は、リスク管理統括部署（管理本部）を定め、全てのリスクを定量的に把握し、リスクが

顕著化した場合には、自己資本の範囲内で十分に損失が吸収できるように、適切にリスクコントロールすること

で内部牽制を図っております。法令や諸々のルールを遵守して事業を展開することを経営の基本としておりま

す。

　また、重要な法務的課題およびコンプライアンスにかかる事象について、外部弁護士に相談し、必要な検討を実

施しております。会計監査人とは、通常の会計監査に加え、重要な会計的課題について随時相談・検討を実施して

おります。

（3）役員報酬の内容

役職名 人数 報酬年額（千円）

 取締役 5 25,500

 社外取締役 1 1,200

 監査役 3 15,600

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

　　　　２．取締役の報酬限度額は、平成18年８月４日開催の臨時株主総会において年額300百万円以内（ただし、使用人分

給与は含まない。）と決議いただいております。

　　　　３．監査役の報酬限度額は、平成18年８月４日開催の臨時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいてお

ります。

（4）監査報酬の内容

　当社が公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づき、監査法人ウィングパートナーズに支払った報酬は

年額31,500千円であります。また、監査契約に基づく監査証明に係る報酬以外の報酬はありません。
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第５【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成し

ております。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２　監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

の連結財務諸表及び前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の財務諸表について、並びに、金融

商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の

連結財務諸表及び当事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の財務諸表について、監査法人ウィン

グパートナーズにより監査を受けております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   667,139   1,978,718  

２　受取手形及び売掛金  ※２ 547,447   103,063  

３　営業投資有価証券   1,546,040   837,052  

４　投資損失引当金   △48,017   －  

５　たな卸資産   4,706   9,632  

６　短期貸付金   365,251   191,701  

７　未収入金   353,489   3,081  

８　その他   131,106   65,997  

貸倒引当金   △660,395   △212,417  

流動資産合計   2,906,768 35.2  2,976,829 46.7

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産  ※１      

(1）建物及び構築物   66,471   19,428  

(2）機械装置及び運搬具   44   －  

(3）工具器具備品   7,681   6,237  

有形固定資産合計   74,197 0.9  25,665 0.4

２　無形固定資産        

(1）ソフトウェア   9,866   6,217  

(2）電話加入権   661   509  

(3）その他   135,000   4,450  

無形固定資産合計   145,528 1.8  11,176 0.2

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券  ※３ 2,326,558   2,411,799  

(2）出資金 　  197,732   134,324  

(3）敷金及び保証金   110,171   38,309  

(4）長期貸付金   5,772,204   3,337,571  

(5）破産更生債権等   3,472,692   3,003,713  

(6）その他   54,875   192,986  

貸倒引当金   △6,794,133   △5,755,924  

投資その他の資産合計   5,140,101 62.1  3,362,780 52.7

固定資産合計   5,359,827 64.8  3,399,623 53.3

資産合計   8,266,596 100.0  6,376,452 100.0
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形及び買掛金   137,539   76,526  

２　短期借入金   6,700   －  

３　1年以内返済予定の長期
借入金

  41,988   41,988  

４　未払金   65,675   19,916  

５　未払法人税等   85,240   17,067  

６　繰延税金負債   921   －  

７　その他   67,310   7,829  

流動負債合計   405,375 4.9  163,327 2.6

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金   112,028   70,040  

２　繰延税金負債   4,417   216,768  

３　その他   30,000   －  

固定負債合計   146,445 1.8  286,808 4.5

負債合計   551,821 6.7  450,136 7.1

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金 　  5,416,590 65.5  5,416,590 85.0

２　資本剰余金 　  9,881,656 119.5  9,886,018 155.0

３　利益剰余金 　  △8,020,912 △97.0  △9,246,107 △145.0

４　自己株式 　  △7,007 △0.0  △7,013 △0.1

　　株主資本合計 　  7,270,326 88.0  6,049,487 94.9

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１　その他有価証券評価差額
金

　  9,904 0.1  121,875 1.9

２　為替換算調整勘定 　  259,344 3.1  △245,046 △3.9

　　評価・換算差額等合計 　  269,249 3.2  △123,171 △2.0

Ⅲ　新株予約権 　  175,200 2.1  － －

純資産合計 　  7,714,775 93.3  5,926,316 92.9

負債純資産合計 　  8,266,596 100.0  6,376,452 100.0

        

EDINET提出書類

株式会社　オーベン(E05140)

有価証券報告書

32/84



②【連結損益計算書】

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   6,632,182 100.0  1,705,826 100.0

Ⅱ　売上原価   5,887,484 88.8  1,552,940 91.0

売上総利益   744,697 11.2  152,885 9.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費  ※１  2,476,910 37.3  929,024 54.5

営業損失   1,732,213 △26.1  776,138 △45.5

Ⅳ　営業外収益        

(1）受取利息及び受取配当金  12,089   57,878   

(2）雑収入  ―   ―   

(3）為替差益  10,372   ―   

(4）その他  44,707 67,169 1.0 6,117 63,996 3.8

Ⅴ　営業外費用        

(1）支払利息  41,927   8,470   

(2）為替差損  ―   29,473   

(3）株式交付費  43,312   ―   

(4）持分法による投資損失  145,331   ―   

(5）投資事業組合投資損失  48,929   33,497   

(6）控除対象外消費税等  ―   16,123   

(7）その他  45,410 324,910 4.9 3,474 91,040 5.3

経常損失   1,989,955 △30.0  803,182 △47.0

Ⅵ　特別利益        

(1）前期損益修正益  64,949   1,150   

(2）固定資産売却益  ※２ 2,056   ―   

(3）投資有価証券売却益  32,730   20,921   

(4）関係会社株式売却益  261,217   120,359   

(5）貸倒引当金戻入益  364,245   ―   

(6）持分変動益  582,452   ―   

(7）新株予約権戻入益  ―   175,200   

(8）その他  59,872 1,367,524 20.6 42,907 360,538 21.1

Ⅶ　特別損失        

(1）減損損失  ※４ 110,599   ―   

(2）貸倒引当金繰入額  4,612,660   306,228   

(3）出資金評価損  99,825   9,999   

(4）商品評価損  738,865   5,079   

(5）貸倒損失  4,635   ―   

(6）のれん償却額  873,271   ―   

(7）持分法による投資損失  636,498   ―   

(8）投資有価証券評価損  136,090   120,282   

(9）その他 ※３ 617,283 7,829,730 118.0 128,450 570,040 33.4

税金等調整前当期純損
失

  8,452,161 △127.4  1,012,684 △59.3

法人税、住民税及び事業
税

 93,433   9,106   

法人税等還付税額  ― 93,433 1.4 △24,996 △15,889 0.9

少数株主損失   71,627 1.0  ― ―

当期純損失   8,473,967 △127.8  996,794 △58.4
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 7,331,702 8,961,113 △5,581,658 △7,007 10,704,149

当連結会計年度中の変動額      

新株の発行 2,416,590 2,416,590   4,833,180

欠損填補  △5,827,748 5,827,748  -

減資 △4,331,702 4,331,702   -

連結子会社の減少による減少額   206,964  206,964

当期純損失   △8,473,967  △8,473,967

株主資本以外の項目の当連結会計
年度中の変動額（純額）

    -

当連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△1,915,112 920,543 △2,439,254 - △3,433,823

平成19年３月31日　残高（千円） 5,416,590 9,881,656 △8,020,912 △7,007 7,270,326

 
評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算調整
勘定

評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高（千円） △27,473 194,283 166,810 - 1,503,656 12,374,615

当連結会計年度中の変動額       

新株の発行   -   4,833,180

欠損填補（注）   -   -

減資   -   -

連結子会社の減少による減少額   -   206,964

当期純損失   -   △8,473,967

株主資本以外の項目の当連結会計
年度中の変動額（純額）

37,378 65,060 102,438 175,200 △1,503,656 △1,226,017

当連結会計年度中の変動額合計
（千円）

37,378 65,060 102,438 175,200 △1,503,656 △4,659,840

平成19年３月31日　残高（千円） 9,904 259,344 269,249 175,200 - 7,714,775

 （注）平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高（千円） 5,416,590 9,886,018 △8,020,912 △7,007 7,274,688

当連結会計年度中の変動額      

連結子会社の減少による減少額   △228,400  △228,400

当期純損失   △996,794  △996,794

自己株式の取得    △5 △5

株主資本以外の項目の当連結会計
年度中の変動額（純額）

     

当連結会計年度中の変動額合計
（千円）

- - △1,225,194 △5 △1,225,200

平成20年３月31日　残高（千円） 5,416,590 9,886,018 △9,246,107 △7,013 6,049,487

 
評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算調整
勘定

評価・換算差額
等合計

平成19年３月31日　残高（千円） 9,904 259,344 269,249 175,200 7,719,137

当連結会計年度中の変動額      

連結子会社の減少による減少額     △228,400

当期純損失     △996,794

自己株式の取得     △5

EDINET提出書類

株式会社　オーベン(E05140)

有価証券報告書

34/84



 
評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算調整
勘定

評価・換算差額
等合計

株主資本以外の項目の当連結会計
年度中の変動額（純額）

111,970 △504,390 △392,420 △175,200 △567,620

当連結会計年度中の変動額合計
（千円）

111,970 △504,390 △392,420 △175,200 △1,792,820

平成20年３月31日　残高（千円） 121,875 △245,046 △123,171 - 5,926,316
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

　　税金等調整前当期純損失（△）  △8,452,161 △1,012,684

　　減価償却費  233,795 40,807

のれん償却額  896,349 ―

　　減損損失  110,599 ―

　　持分法による投資損失  781,829 ―

　　投資事業組合投資損失  48,929 33,497

　　固定資産除売却損  75,739 49,369

　　固定資産売却益  △2,056 ―

　　出資金評価損  99,825 9,999

　　金利スワップ評価損  2,722 ―

　　関係会社株式売却損  ― 12,192

　　関係会社株式売却益  △261,217 △120,359

　　持分変動益  △582,452 ―

　　債務免除益  ― △38,067

　　新株予約権戻入益  ― △175,200

　　商品評価損  738,865 5,079

　　関係会社清算損  239 32,061

　　営業譲渡損失  110,922 ―

　　前期損益修正損  7,277 ―

　　投資有価証券売却益  △32,730 △20,921

　　投資有価証券売却損  9,906 65

　　投資有価証券評価損  136,090 120,282

　　貸倒引当金の増減額（減少額：△）  4,432,331 △96,324

　　投資損失引当金の増減額（減少額：△）  48,017 △48,017

　　貸倒損失  5,405 ―

　　受取利息及び受取配当金  △12,089 △57,878

　　支払利息  41,927 8,470

　　売上債権の減少額  1,042,671 141,077

　　たな卸資産の増減額（増加額：△）  393,364 △11,468

　　営業投資有価証券の増減額（増加額：△)  △340,840 708,203

　　仕入債務の減少額  △236,089 △22,943

　　未収消費税等の増減額（増加額：△）  41,741 △3,672

その他資産の減少額  320,335 969,633

　　前受金の減少額  △126,246 ―

　　未払金の減少額  △167,272 △23,415

その他負債の減少額  △37,658 △29,181

　　その他（減少額：△）  △25,383 4,904

小計  △697,311 475,509

　　利息及び配当金の受取額  11,978 56,164

　　利息の支払額  △36,351 △8,470

　　法人税等の支払額  △107,046 △68,433

　　法人税等の還付額  ― 24,996

営業活動によるキャッシュ・フロー  △828,731 479,765
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

　　有形固定資産の取得による支出  △466,790 △46,877

　　有形固定資産の売却による収入  5,885 ―

　　無形固定資産の取得による支出  △145,045 △13,350

　　投資有価証券の取得による支出  △278,787 △250,000

　　投資有価証券の売却による収入  166,130 48,569

　　敷金及び保証金の差入れによる支出  △142,150 △47,418

　　敷金及び保証金の返還による収入  267,902 102,973

　　出資金の払込による支出  △7,000 ―

　　出資金の返還による収入  500 ―

　　新規連結子会社の取得による支出 ※２ △400,000 ―

　　連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

※３ 213,201 111,282

　　関係会社株式の取得による支出  △647,100 ―

　　関係会社清算による収入  ― 20,502

　　貸付による支出  △3,542,577 △39,433

　　貸付金の回収による収入  33,975 1,035,394

　　営業譲渡による収入  67,975  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,873,880 921,644

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

　　新株の発行による収入  4,833,180 ―

　　社債の償還による支出  △240,000 ―

　　自己株式の取得による支出  ― △5

　　借入による収入  509,792 ―

　　借入金の返済による支出  △2,547,498 △41,988

　　新株予約権の発行による収入  175,200 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,730,673 △41,993

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  55,530 △2,109

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少額：△）  △2,916,408 1,357,307

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  6,683,406 667,139

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加  14,009 ―

Ⅷ　連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少  △3,113,867 △45,728

Ⅸ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 667,139 1,978,718
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　当社グループは、当連結会計年度において、1,732
百万円の営業損失を計上し、前連結会計年度に引き続き

営業キャッシュ・フローがマイナスとなっているほか、

当連結会計年度において、8,473百万円の当期純損失を計
上しており、当該状況により、継続企業の前提に関する重

要な疑義が生じております。連結財務諸表提出会社であ

ります当社は、当該状況の解消を図るべく以下の対策を

講じております。

１．営業損失を継続して計上及び営業キャッシュ・フ

ローが継続してマイナスである要因並びにその解消

について

　営業損失につきましては、前連結会計年度（平成18年
３月期）に735百万円、当連結会計年度に1,732百万円と
なっております。これは、駐車場事業における新規駐車

場獲得の不振や不採算駐車場の収益改善の遅れ等に伴

う売上総利益の低迷、海外子会社の営業不振、販売管理

費の削減計画の遅れ等によるものであります。

　また、営業キャッシュ・フローにつきましては、前連

結会計年度（平成18年３月期）に3,223百万円、当連結
会計年度に828百万円とそれぞれマイナスとなってお
ります。これは、売上債権や棚卸資産の減少といったプ

ラス要因がある一方で、売上総利益が低迷したこと、及

び営業投資有価証券が増加したことが主因でありま

す。

　事業運営部門におきましては、不採算事業からの撤退

や不採算グループ会社の清算を進めており、第３四半

期連結会計期間までに服飾関連商品の輸入及び卸事業

を営む日欧貿易㈱、及び駐車場運営管理を営む㈱エイ

チ・エヌ・ティーの破産手続きの申立てのほか、

A D D E N D I S ㈱ と ㈱ 大 阪 第 一 企 画 の 合 併 、
ADDENDIS AGENCY㈱の解散、そして㈱ゼルス、㈱
BBMC、㈱濱商の株式全部の売却やエムトゥエックス㈱
の保有比率低下による連結除外を行っております。さ

らに、第４四半期連結会計期間においては、㈱ゾディ

アックの売却、㈱エフ・マックの売却、㈱ワン・ウィン

グの解散を行っております。今後も当社グループで相

乗効果を見込めないグループ会社や、将来的に抜本的

な収益改善が見込めないグループ会社からは撤退を視

野にいれた事業再編に取り組んでまいります。

　投資部門におきましては、平成18年６月19日実施の第
三者割当増資と、グループ会社の売却等により取得し

た資金をもとに、有望な投資案件へ重点的に投資を行

い、長期的な収益確保を図ってまいります。具体的に

は、中国、マカオ地区における不動産及び有価証券等へ

の投資の他、興行イベント「STEVIE WONDER LIVE
 IN JAPAN 2007」への投資を実施しております。
　また、この投資の中に含まれる、マカオ不動産プロ

ジェクトへの投資額1,600百万円については、キャンセ
ルすることにより平成20年３月期中に返金される予定
であります。

　その他、海外ファンドに関する投資額1,500百万円につ
いて、平成20年３月期に1,900百万円の売却収入を見込
んでおります。

 （※1,900百万円での売却については、当海外不動産

　当社グループは、当連結会計年度において、776百万円の
営業損失、996百万円の当期純損失を計上しております。
当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が

生じております。

　連結財務諸表提出会社であります当社は、当該状況の解

消をはかるべく以下の対策を講じております。

１. 営業損失がマイナスである要因ならびにその解消に
ついて

　営業損失につきましては、前連結会計年度に1,732百万
円、当連結会計年度に776百万円の計上となっておりま
す。これは、投資事業における投資回収の時期は下期以

降に予定しており、当連結会計年度において回収が行

われなかった為であります。

　事業運営部門におきましては、セールスプロモーショ

ン事業とシナジーが低いグループ会社の売却を進めて

おり、平成19年４月27日には㈱サイバーゲートの全株
式を売却いたしました。またADDENDIS㈱においても
事業環境が悪化しており、損失を最小限に留める為に

も、今後は事業運営部門は事業縮小する方針でありま

す。

　投資部門におきましても、不採算事業からの撤退や不

採算グループ会社の清算を進めており、平成19年10月
24日にADDENDIS LIFE㈱、平成20年１月31日には
HOP＆TEDDY㈱、㈱バリタスを解散し、投資部門にお
ける当面の事業再編を終えました。

また、投資部門は当連結会計年度は際立った投資は

行っておらず、前連結会計年度までに投資を行った案

件については、早期に投資回収を図ることに注力して

おります。

　具体的には、マカオ不動産プロジェクトへの投資額

1,600百万円については、キャンセルすることにより約
13,300,000米ドル（同日の為替レート換算で約1,450百
万円）を平成20年１月８日に回収しました。
　その他、海外ファンドに関する投資額1,500百万円につ
いて、翌連結会計年度に1,900百万円の売却収入を見込
んでおります。

（※1,900百万円での売却については、当海外不動産投
資案件をアレンジした仲介会社が米不動産サービス大

手「ジョーンズ ラング ラサール社」に依頼した投資

先不動産の評価レポートの内容、及びマカオ統計局か

ら発表されている経済成長率や旅行者数増加、マカオ

の1人当たりGDPが香港を超えたことやマカオの平成
18年度のカジノ売上がラスベガスを抜いたといった成
長の裏づけとなる事象、近隣の類似物件の販売状況等

から総合的に判断しておりますが、価格と時期につい

ては不確定要素が含まれます。）

　当社は、上記の再建計画を着実に実行し、構造的な赤

字体質から脱却し、早期に収益を確保することを目標

としております。

２．当期純損失の発生要因並びにその解消について

　当期純損失996百万円のうち570百万円につきまして
は当連結会計年度において特別損失として計上したも

のであります。

　これらはその性質上、①事業の撤退に伴うものやグ

ループ企業の財務体質の改善を図るために経営判断と
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

投資案件をアレンジした仲介会社が米不動産サービス

大手「ジョーンズ ラング ラサール社」に依頼した投

資先不動産の評価レポートの内容、及びマカオ統計局

から発表されている経済成長率や旅行者数増加、マカ

オの一人当たりGDPが香港を超えたことやマカオの平
成18年度のカジノ売上がラスベガスを抜いたといった
成長の裏づけとなる事象、近隣の類似物件の販売状況

等から総合的に判断しておりますが、価格と時期につ

いては不確定要素が含まれます。）

　当社は、上記の再建計画を着実に実行し、構造的な赤

字体質から脱却し、早期に収益を確保することを目標

としております。

２．当期純損失の発生要因並びにその解消について

　当期純損失8,473百万円のうち7,829百万円につきまし
ては当連結会計年度において特別損失として計上した

ものであります。

　これらはその性質上、①事業の撤退に伴うものや、グ

ループ企業の財務体質の改善を図るために経営判断と

して一括償却したものと、②非経常的損失であるため、

前述「1．営業損失を継続して計上及び営業キャッ
シュ・フローが継続してマイナスである要因並びにそ

の解消について」において記載しております諸施策の

実施により、当該状況の解消を図れるものと考えてお

ります。

　なお、特別損失として計上したもののうち、主なもの

は以下のとおりとなります。

内訳
金額

（百万円）

貸倒引当金繰入額 4,612

のれん償却額 873

商品評価損 738

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

上記のような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映

しておりません。

して一括償却したものと②非経常的損失であるため、

前述「1．営業損失の発生要因並びにその解消につい
て」において記載しております諸施策の実施により、

当該状況の解消をはかれるものと考えております。

　なお、特別損失として計上したもののうち、主なもの

は以下のとおりとなります。

内訳
金額

（百万円）

貸倒引当金繰入額 306

投資有価証券評価損 120
　連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

上記のような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映

しておりません。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１. 連結の範囲に関
する事項

（1）連結子会社　　　15社
　連結子会社の名称 

HOP&TEDDY㈱
　㈱ヴァリアス

ADDENDIS LIFE㈱
ADDENDIS CAPITAL㈱
ADDENDIS HK（Hong Kong）Limited
　㈱バリタス
　㈱プライムスタイル
　㈱サイバーゲート

ADDENDIS SMC㈱
　ADDENDIS㈱
　SEIZAN投資事業有限責任組合
　NORSTROM LP
　PORMART LP
  アイシーエフ108・ALB匿名組合 
　LCF Macou Co-Investers LP
　㈱ゼルス、㈱濱商、㈱ゾディアック、㈱エフ
・マックにつきましては、当連結会計年度
に全株式を売却したため、連結範囲から除
外しております。
　㈱大阪第一企画につきましては、当連結会
計年度にADDENDIS㈱に吸収合併された
ため、連結範囲から除外しております。
　日欧貿易㈱、㈱エイチ・エヌ・ティーにつ
きましては、当連結会計年度に破産手続開
始決定がされたため、連結の範囲から除外
しております。
　エムトゥエックス㈱、㈱スパークワンにつ
きましては、エムトゥエックス㈱の第三者
割当増資により持分比率が減少したため、
当連結会計年度より連結の範囲から除外し
ております。
　ADDENDIS AGENCY㈱、㈱ワン・ウィング
につきましては、当連結会計年度に解散した
ため、連結の範囲から除外しております。　
 Signal Media and Communications 
Holdings Limitedにつきましては、当該会社
の第三者割当増資により持分比率が減少し
たため、当連結会計年度より連結の範囲か
ら除外しております。　

（1）連結子会社　　　７社
　連結子会社の名称 
　㈱トラスティ（旧㈱ヴァリアス）

ADDENDIS CAPITAL㈱
ADDENDIS HK（Hong Kong）Limited
ADDENDIS SMC㈱
　ADDENDIS㈱
　SEIZAN投資事業有限責任組合
　NORSTROM LP
　㈱サイバーゲート、ADDENDIS LIFE㈱、㈱
プライムスタイルにつきましては、当連結
会計年度に全株式を売却したため、連結損
益計算書のみ連結しております。
　アイシーエフ108・ALB匿名組合、
PORMART
LP、HOP＆TEDDY㈱、㈱バリタスにつきまし
ては、当連結会計年度に解散したため、連結
損益計算書のみ連結しております。　
　LCF Macau Co-Investers LPにつきまして
は、当該会社の第三者割当増資により持分
比率が減少したため、当連結会計年度より
連結の範囲から除外しております。　

 （2）投資事業組合等の適用の範囲に関する取り
扱い
 　実務対応報告第20号「投資事業組合に対す
る支配力基準及び影響力基準の適用に関する
実務上の取り扱い」（平成18年９月８日　企業
会計基準委員会）が施行されたことに伴い、当
連結会計年度よりアイシーエフ108・ALB匿名
組合、LCF Macau Co-Investers LP、グローバル・
プロパティー１号投資事業組合を連結の範囲
に加えております。
　但し、グローバル・プロパティー１号投資事
業組合については平成19年4月17日付けで解散
したため、連結の範囲から除外しております。

（2）投資事業組合等の適用の範囲に関する取り
扱い
    　　　　　────

２. 持分法の適用に
関する事項

（1）持分法を適用した関連会社の数　２社
　関連会社の名称
　Signal Media and Communications

Holdings Limited
　㈱GSS
　連結子会社であったSignal Media and
Communications Holdings Limitedについては、
当該会社の第三者割当増資により持分比率が
減少したため、当連結会計年度より持分法適
用範囲に含めております。
　㈱GSSについては、当連結会計年度に所有目
的変更により持分法適用範囲に含めておりま
す。

（1）持分法を適用した関連会社の数　－社
　持分適用関係会社であったSignal Media and
Communications Holdings Limited、㈱GSSにつ
いては、実質的な影響力が低下したため、当連
結会計年度より持分適用範囲から除外してお
ります。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 　また、㈱BBMCについては当連結会計年度に
全株式を売却したため、持分法の適用範囲か
ら除外しております。

 

 （2）投資事業組合等の持分法の適用の範囲に関
する取り扱い
　投資事業組合等に対する出資のうち、連結会
社の持分割合が100分の20超、100分の50以下
である投資事業組合等がありますが、実質的
に影響力がないこと、又は短期所有目的であ
ることにより、投資事業組合等は関連会社と
して取り扱っておりません。

（2）投資事業組合等の持分法の適用の範囲に関
する取り扱い
    　　　　　────

３. 連結子会社の事
業年度に関する
事項

　連結子会社のうち、ADDENDIS SMC㈱の決
算期は6月30日、㈱サイバーゲートの決算期
は8月31日、SEIZAN投資事業有限責任組合、
NORSTROM LP、PORMART LP、
LCF Macau Co-Investerd LPの決算期は12月
31日であります。連結財務諸表の作成にあた
りまして、これらの会社については連結決算
日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表
を使用しております。

　連結子会社のうち、SEIZAN投資事業有限責
任組合、NORSTROM LPの決算期は12月31日
であります。連結財務諸表の作成にあたりま
して、これらの会社については連結決算日現
在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使
用しております。

４. 会計処理基準に
関する事項

①　有価証券
　その他有価証券（営業投資有価証券を含む）

①　有価証券
　その他有価証券（営業投資有価証券を含む）

(1)　重要な資産
の評価基
準及び評
価方法

　時価のあるもの
　決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）を採
用しております。

　時価のあるもの
同左

 　時価のないもの
　移動平均法による原価法

　時価のないもの
　移動平均法による原価法

 なお、投資事業有限責任組合及びこれに類

する組合への出資（証券取引法第２条第２

項により有価証券とみなされるもの）につ

いては、組合契約に規定されている決算報告

日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎

とし、持分相当額を純額で取り込む方法に

よっております。

なお、投資事業有限責任組合及びこれに類

する組合への出資（金融商品取引法第２条

第２項により有価証券とみなされるもの）

については、組合契約に規定されている決算

報告日に応じて入手可能な最近の決算書を

基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法

によっております。
 ②　たな卸資産

　・映像コンテンツ
　１年間の償却または契約期間での均等償却
によっております。

②　たな卸資産
　・映像コンテンツ
    　　　　　────

 　・商品・仕掛品・原材料
　個別法による原価法を採用しております。

　・商品・仕掛品・原材料
同左

(2)　重要な減価
償却資産
の減価償
却の方法

①　有形固定資産 ①　有形固定資産
　定率法によっております。
　また、取得価額10万円以上20万円未満の少額
減価償却資産については、３年間の均等償却
によっております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま
す。
建物及び構築物　８～15年
工具器具備品　　３～15年

　定率法によっております。
　また、取得価額10万円以上20万円未満の少額
減価償却資産については、３年間の均等償却
によっております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま
す。
建物及び構築物　８～15年
工具器具備品　　３～15年

  （会計方針の変更）
　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改

正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４
月１日以降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しております。

  なお、当該変更に伴う損益に与える影響

は軽微であります。
 ②　無形固定資産 ②　無形固定資産
 　定額法によっております。

  自社利用のソフトウェアについては、社内
における利用可能期間５年に基づいておりま
す。

同左

 ③　長期前払費用 ③　長期前払費用
 　定額法によっております。 ────
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(3)　重要な引当
金の計上
基準

①  貸倒引当金
　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般
債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。 

①　貸倒引当金
同左

 ②　投資損失引当金
　連結会計年度末に有する営業投資有価証券
の損失に備えるため、投資先会社の実情を勘
案の上、その損失見積額を計上しております。

②　投資損失引当金
────

(4)　重要なリー
ス取引の
処理方法

　リース物件の所有者が借主に移転すると認め
られるもの以外のファイナンス・リース取引に
ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ
た会計処理によっております。

────

(5)　重要な外貨
建ての資
産又は負
債の本邦
通貨への
換算の基
準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、在外子会社等の資産

及び負債、収益及び費用は連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産

の部における為替換算調整勘定及び少数株主持

分に含めて計上しております。

同左

(6)　その他連結
財務諸表
作成のた
めの重要
な事項

消費税等の処理方法 
　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式
によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当連結会計年度の費用として処理してお
ります。

消費税等の処理方法 
同左

５. 連結子会社の資
産及び負債の評
価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価については、
全面時価評価法を採用しております。

同左

６．のれん及び負
ののれんの償却
に関する事項

　のれんの償却については、5年間又は、20年間の
均等償却を行っております。

────

７.　連結キャッシュ
・フロー計算書
における資金の
範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金
（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き
出し可能な預金及び容易に換金可能であり、か
つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ
ない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来す
る短期資金であります。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
　　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
　　至　平成20年３月31日）

（貸借対照表「純資産の部」表示に関する会計基準） 
　当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月9
日　企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部
の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準
委員会　平成17年12月9日　企業会計基準適用指針第８号）
を適用しております。これによる損益に与える影響はあり
ません。
　従来の資本の部の合計に相当する金額は、7,539,575千円
であります。 
　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産
の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後
の連結財務諸表規則により作成しております。

────

 （自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の
　一部改正）
　当連結会計年度より、改正後の「自己株式及び準備金の
額の減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会　最
終改正平成18年８月11日　企業会計基準第１号）および
「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の
適用指針」（企業会計基準委員会　最終改正平成18年８月
11日　企業会計基準適用指針第２号）を適用しておりま
す。これによる損益の影響はありません。

────

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱）
　当連結会計年度より、「繰延資産の会計処理に関する当
面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11日　
実務対応報告第19号）を適用しております。前連結会計年
度において営業外費用の内訳として表示していた「新株
発行費」は、当連結会計年度より「株式交付費」として表
示する方法に変更しております。

────

 （金融商品に関する会計基準等）
　投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資
（証券取引法第２条第２項により有価証券とみなされる
もの）のうち時価のないものについては、従来原価法によ
る会計処理をしておりましたが、「証券取引法等の一部を
改正する法律」（平成16年法律第97号）が平成16年６月
９日に公布され、平成16年12月１日より適用となり、「金
融商品会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第
14号）が平成17年２月15日付けで改正されたことに伴い、
当連結会計年度から営業投資目的による投資事業組合等
への出資に係る会計処理は、組合契約に規定されている決
算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎として、
組合の純資産及び収益・費用を当社及び連結子会社の出
資持分割合に応じて、営業投資有価証券（流動資産）及び
収益・費用として計上する方法に、営業投資目的以外の目
的による投資事業組合等への出資に係る会計処理は、組合
契約に規定されている決算報告日に応じて入手可能な最
近の決算書を基礎として、組合の純資産及び純損益を当社
及び連結子会社出資持分割合に応じて、投資有価証券（投
資その他の資産）及びその他有価証券評価差額金（純資
産の部）として計上する方法に、それぞれ変更しておりま
す。
 　なおこの変更により、従来と同一の方法を採用した場合
と比べ、投資事業組合等損失は32,361千円増加、その他有価
証券評価差額金が32,361千円減少しております。

────

　（企業結合に係る会計基準）
　当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」（企
業会計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関
する会計基準」（企業会計基準第７号　平成17年12月27
日）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準
に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成
17年12月27日）を適用しております。

────
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（連結貸借対照表）
１．「営業投資有価証券」は、前連結会計年度末は、投資
その他の資産の「投資有価証券」に含めて表示してお
りましたが、当連結会計年度より、投資事業を主たる営
業活動の一環として位置づけ、営業活動の成果をより
適正に表示するため区分掲記しました。
　なお、前連結会計年度末の「営業投資有価証券」の金
額は228,671千円であります。
　また、「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成
16年法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平
成16年12月１日より適用となり、「金融商品会計に関
する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成
17年2月15日付で改正されたことに伴い、当連結会計年
度から投資事業有限責任組合及びそれに類する組合へ
の出資（証券取引法第２条第２項により有価証券とみ
なされるもの）のうち、営業投資目的によるものを営
業投資有価証券として、営業投資以外の目的によるも
のを投資有価証券として表示する方法に変更いたしま
した。
２．「長期貸付金」は、前連結会計年度末は、投資その他
の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、
当連結会計年度において、資産の総額の100分の1を超
えたため区分掲記しました。
　なお、前連結会計年度末の「長期貸付金」は678千円
であります。
３．「破産更生債権等」は、前連結会計年度末は、投資そ
の他の資産の「その他」に含めて表示しておりました
が、当連結会計年度において、資産の総額の100分の5を
超えたため区分掲記しました。
　なお、前連結会計年度末の「破産更生債権等」は6,792
千円であります。

────

（連結損益計算書）
１．連結財務諸表規則の改正により、前連結会計年度に
おいて、「連結調整勘定償却額」として掲記されてい
たものは、当連結会計年度から「のれん償却額」と表
示しております。
２．前連結会計年度まで区分掲記していた「社債発行
費」（当連結会計年度744千円）は、当連結会計年度に
おいて営業外費用の総額の100分の10以下となったの
で、営業外費用の「その他」に含めて表示することと
しました。
３．「持分法による投資損失」は、前連結会計年度まで
営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました
が、営業外費用の100分の10を超えたため区分掲記しま
した。
　なお、前連結会計年度末における「持分法による投資
損失」の金額は3,814千円であります。
４．「出資金評価損」は、前連結会計年度まで特別損失
の「その他」に含めて表示しておりましたが、特別損
失の100分の10を超えたため区分掲記しました。
　なお、前連結会計年度末における「出資金評価損」の
金額は440,719千円であります。
５．「商品評価損」は、前連結会計年度まで特別損失の
「その他」に含めて表示しておりましたが、特別損失
の100分の10を超えたため区分掲記しました。
　なお、前連結会計年度末における「商品評価損」の金
額は255,913千円であります。
６．「貸倒損失」は、前連結会計年度まで特別損失の
「その他」に含めて表示しておりましたが、特別損失
の100分の10を超えたため区分掲記しました。
　なお、前連結会計年度末における「貸倒損失」の金額
は167,739千円であります。
７．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「雑収
入」（当連結会計年度末の残高は6,286千円）は、営業
外収益の総額の100分の10以下となったため、営業外収
益の「その他」に含めて表示することとしました。

────
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（連結キャッシュ・フロー計算書）
１．連結財務諸表規則の改正により、前連結会計年度に
おいて、「連結調整勘定償却額」として掲記されてい
たものは、当連結会計年度から「のれん償却額」と表
示しております。

────

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額
43,453千円 26,912千円

 ※２　期末日満期手形
　　　　当連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしております。
　なお、当連結会計年度の末日は、金融機関の休日で
あったため、次の満期手形が当連結会計年度末の残
高に含まれております。

 　　　受取手形　　　　　　　　　　　　1,296千円

 ※２　期末日満期手形
───

※３　投資有価証券に含まれる関係会社株式
　　　 投資有価証券のうち1,941,871千円は関連会社に係るも

のであります。

※３　投資有価証券に含まれる関係会社株式
───
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主なもの ※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 541,512千円

支払手数料 422,983千円

広告宣伝費 130,093千円

減価償却費 43,627千円

のれん償却 24,282千円

貸倒引当金繰入 504千円

給与手当 254,216千円

支払手数料 166,095千円

賃借料 118,074千円

役員報酬 87,104千円

※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 　　　　 2,056千円

計          2,056千円

※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

────

　※３　固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。 　※３　固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 　　　  67,037千円

機械装置及び運搬具 　　　　    60千円

工具器具備品 　　 　  8,641千円

計         75,739千円

建物及び構築物 　　　  49,313千円

工具器具備品 　　 　     56千円

計         49,369千円

　※４　減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
金額

（千円）

近畿、首都圏 駐車場事業
工具器具備
品、営業権

110,599

　当グループは、原則として、事業の種類別に資産のグ

ルーピングを行っております。駐車場事業においては

駐車場店舗及び営業権について、営業損益の悪化が継

続して生じており、短期的な業績の回復が見込めない

ため、該当資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

　なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により測定

しておりますが、将来キャッシュフローに基づく評価

額がマイナスであるため、回収可能価額はゼロと算定

しております。

　※４　減損損失

────
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 166,172.95 110,000.00 - 276,172.95

　　合計 166,172.95 110,000.00 - 276,172.95

自己株式     

普通株式 29.01 - - 29.01

　　合計 29.01 - - 29.01

（注）発行済株式総数の増加は、第三者割当増資により、110,000株の株式の発行（払込期日：平成18年６月19

日）を実施したことによる増加分であります。

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

平成18年７月24日取締役会決

議の新株予約権（注）１．２
普通株式 － 73,000 － 73,000 175,200

合計  － 73,000 － 73,000 175,200

（注）１．平成18年７月24日取締役会決議の新株予約権の当連結会計年度の増加は、新株予約権の発行によるも

のであります。

２．上表の新株予約権は、権利行使可能なものであります。

　

３．配当に関する事項

　該当事項はございません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 276,172.95 - - 276,172.95

　　合計 276,172.95 - - 276,172.95

自己株式     

普通株式（注） 29.01 0.75 - 29.76

　　合計 29.01 0.75 - 29.76

（注）　上表の自己株式（普通株式）の増加0.75株は、単元未満株式（端株）の買取請求によるものであります。

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

平成18年７月24日取締役会決

議の新株予約権（注）
普通株式 73,000 - 73,000 - -
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区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

合計  73,000 - 73,000 - -

（注）　上表の新株予約権は、当連結会計年度中に行使期間が満了したものであります。

　

３．配当に関する事項

　該当事項はございません。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に
掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に
掲記されている科目の金額との関係

（平成19年３月31日） （平成20年３月31日）
現金及び預金勘定 667,139千円
現金及び現金同等物 667,139千円

現金及び預金勘定 1,978,718千円
現金及び現金同等物 1,978,718千円

※２　株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開
始時の資産及び負債の内訳は次のとおりであります。
 LCF Macau Co-Investers LP
流動資産 400,000千円
新規連結子会社株式の取得価額 400,000千円
新規連結子会社の現金及び現金同
等物

－千円

差引：新規連結子会社取得による
支出

△400,000千円

※２　株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開
始時の資産及び負債の内訳は次のとおりであります。

　　　　　　　　　　─────

※３　当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でな
くなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳は
次のとおりであります。

※３　当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でな
くなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳は
次のとおりであります。

㈱ゼルス
流動資産 165,089千円
固定資産 32,765千円
流動負債 △54,552千円
固定負債 △54,767千円
株式売却益 211,464千円
被売却会社株式の売却価額 300,000千円
被売却会社の現金及び現金同等物 △66,363千円
差引：売却による収入 233,636千円
㈱濱商
流動資産 314,303千円
固定資産 18,393千円
流動負債 △281,883千円
固定負債 △319千円
株式売却益 9,506千円
被売却会社株式の売却価額 60,000千円
被売却会社の現金及び現金同等物 △89,624千円
差引：売却による支出 △29,624千円
㈱ゾディアック
流動資産 10,519千円
固定資産 2,488千円
流動負債 △15,386千円
株式売却益 24,379千円
被売却会社株式の売却価額 22,000千円
被売却会社の現金及び現金同等物 △3,170千円
差引：売却による収入 18,829千円
㈱エフ・マック
流動資産 12,565千円
固定資産 86,548千円
流動負債 △106,381千円
株式売却益 9,667千円
被売却会社株式の売却価額 2,400千円
被売却会社の現金及び現金同等物 △12,040千円
差引：売却による支出 △9,640千円

㈱サイバーゲート
流動資産 50,424千円
固定資産 5,745千円
流動負債 △15,410千円
株式売却益 74,240千円
被売却会社株式の売却価額 115,000千円
被売却会社の現金及び現金同等物 △18,378千円
差引：売却による収入 96,621千円

ADDENDIS LIFE㈱
流動資産 53,337 千円
固定資産 45,849 千円
流動負債 △23,494 千円
株式売却損 △12,192 千円
被売却会社株式の売却価額

63,500 千円
被売却会社の現金及び現金同等物

△41,442 千円
差引：売却による収入 22,057 千円

㈱プライムスタイル
流動資産 50,784 千円
固定資産 57,050 千円
流動負債 △70,954 千円
固定負債 △83,000 千円
株式売却益 46,119 千円
被売却会社株式の売却価額

0 千円
被売却会社の現金及び現金同等物

△7,395 千円
差引：売却による収入 △7,395 千円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引（借主側）

　　　　　　　　　────

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額、及び期末残高相当額

 

　　　　　　　　　────  

(2）未経過リース料期末残高相当額等  

　　　　　　　　　────  

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

 

支払リース料 36,741千円

減価償却費相当額   31,835千円

支払利息相当額       5,787千円

 

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

　リース料とリース物件の取得価額との差額を利息相

当額とし、各期の配分方法については利息法によって

おります。

 

２．オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

 

　　　　　　　　　────  

　（減損損失について）

　　リース資産に配分された減損損失はありません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１. 繰延資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 １. 繰延資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）
繰越欠損金

 
2,134,164

　
千円

商品評価損否認 94,433千円
貸倒引当金損金算入限度超過額 642,713千円
債務保証損失引当金算入限度超過額 85,715千円
版権償却否認 397,267千円
 その他 103,332千円
繰延税金資産小計 3,457,627千円
評価性引当額 △3,457,627千円
繰延税金資産合計 ― 千円

（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金

 
5,339

　
千円

繰延税金負債合計 5,339千円
繰延税金負債の純額 5,339千円

（繰延税金資産）
繰越欠損金

 
2,484,564

　
千円

商品評価損否認 88,284千円
貸倒引当金損金算入限度超過額 974,099千円
版権償却否認 397,267千円
関係会社株式評価損否認 309,334千円
関係会社出資金評価損否認 785,208千円
有価証券評価差額金 68,338千円
 その他 101,100千円
繰延税金資産小計 5,208,197千円
評価性引当額 △5,208,197千円
繰延税金資産合計 ― 千円

（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金

 
216,768

　
千円

繰延税金負債合計 216,768千円
繰延税金負債の純額 216,768千円

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

　当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上し

ているため、記載を省略しております。

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

　当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上し

ているため、記載を省略しております。

（有価証券関係）

前連結会計年度（平成19年３月31日）

　　　　　１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1）株式
(2）債券
①　国債・地方債等
②　社債
③　その他

(3）その他

3,106
 

―
―
―

40,525

3,162
 

―
―
―

42,790

55
 

―
―
―

2,265
小計 43,632 45,952 2,320

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1）株式
(2）債券
①　国債・地方債等
②　社債
③　その他

(3）その他

58,865
 

―
―
―
―

55,208
 

―
―
―
―

△3,657
 

―
―
―
―

小計 58,865 55,208 △3,657
合計 102,497 101,160 △1,336

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

区分 売却額（千円） 売却益（千円）

株式 944,432 108,827

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券

非上場株式

(2）その他

 

158,739

1,670,826

合計 1,829,566

当連結会計年度（平成20年３月31日）

　　　　　１．その他有価証券で時価のあるもの
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 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1）株式
(2）債券
①　国債・地方債等
②　社債
③　その他

(3）その他

1,230,277
 

―
―
―
―

1,763,009
 

―
―
―
―

532,732
 

―
―
―
―

小計 1,230,277 1,763,009 532,732

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1）株式
(2）債券
①　国債・地方債等
②　社債
③　その他

(3）その他

475,749
 

―
―
―

50,540

317,458
 

―
―
―

40,215

△158,290
 

―
―
―

△10,325
小計 526,289 357,673 △168,615

合計 1,756,566 2,120,683 364,116

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

区分 売却額（千円） 売却益（千円）

株式 71,675 19,173

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券

非上場株式

(2）その他

 

―

1,128,168

合計 1,128,168

（デリバティブ取引関係）

　　　　　前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　　　　　　期末残高がないため、該当事項はありません。

　　　　　当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　　　　　　当連結グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（退職給付関係）

前連結会計年度（平成19年３月31日）

　当連結グループは、退職給付を行っておりませんので、該当事項はありません。

当連結会計年度（平成20年３月31日）

　当連結グループは、退職給付を行っておりませんので、該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社　オーベン(E05140)

有価証券報告書

52/84



（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成16年

第１回　ストック・オプション
平成16年

第２回　ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

　　　当社取締役　　　３人

　　　当社従業員　　　24人

　　　当社社外協力者　28人

　　　当社取締役　　　５人

　　　当社従業員　　　10人

　　　当社社外協力者　３人

ストック・オプション数 普通株式7,200株（1,800個） 普通株式　2,000株（500個）

付与日 平成16年４月30日 平成16年７月29日

権利確定条件

 　権利行使時においても当社の取締役、監

査役、及び従業員、並びに関係協力者及び

関係協力法人の地位にあることを要す

る。ただし、当社取締役、当社監査役を任

期満了により退任した場合、定年退職そ

の他の正当な理由のある場合にはこの限

りではない。なお、その他の条件について

は、本総会及び新株予約権発行の取締役

会議に基づき、当社と新株予約権者との

間で締結する「新株予約権割当契約書」

に定めるところによる。 

 同左

対象勤務期間 定めておりません。  定めておりません。

権利行使期間
自平成16年11月１日

至平成21年３月31日

自平成17年１月１日

至平成21年６月30日

 
平成17年

第３回　ストック・オプション
平成18年
新株予約権

付与対象者の区分及び数

　　　当社取締役　　　12人

　　　当社従業員　　　38人

　　　当社社外協力者 182人

　　　当社取締役　　　１人

　　　当社従業員　　　１人

　　　当社社外協力者　10人

ストック・オプション数 普通株式　　11,000株（11,000個） 普通株式　73,000株（73,000個）

付与日 平成17年６月27日 平成18年７月24日

権利確定条件

 　権利行使時においても当社の取締役、監

査役、及び従業員、並びに関係協力者及び

関係協力法人の地位にあることを要す

る。ただし、当社取締役、当社監査役を任

期満了により退任した場合、定年退職そ

の他の正当な理由のある場合にはこの限

りではない。なお、その他の条件について

は、本総会及び新株予約権発行の取締役

会議に基づき、当社と新株予約権者との

間で締結する「新株予約権割当契約書」

に定めるところによる。 

 　本新株予約権の割当を受けた者が当社の

役員、従業員、顧問等の関係者である場合、

行使時にあっても、当社の取締役の地位に

あることを条件とする。但し、任期満了によ

る退任、定年退職または当社の取締役会が

正当な理由があると認めた場合はこの限り

ではない。また、権利行使請求日の前営業日

の当社株価終値（当該日の終値がない場合

はその前営業日）が金36,490円（直近1ヶ月

の平均）以上でなければ権利行使すること

ができない。

対象勤務期間  定めておりません。  定めておりません。

権利行使期間
自平成19年２月１日

至平成26年12月31日

自平成18年９月12日

至平成19年９月11日

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数
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平成16年　第１回

ストック・オプション
平成16年　第２回

ストック・オプション
平成17年　第３回

ストック・オプション
平成18年
新株予約権

権利確定前　　　　　　

（株）
    

前連結会計年度末 － － 9,238 －

付与 － － － 73,000

失効 － － － －

権利確定 － － 9,238 73,000

未確定残 － － － －

権利確定後　　　　　　

（株）
    

前連結会計年度末 212 508 9,238 －

権利確定 － － 9,238 73,000

権利行使 － － － －

失効 － － 9,238 －

未行使残 212 508 － 73,000

②　単価情報

 
平成16年

第１回　ストック・
オプション

平成16年
第２回　ストック・
オプション

平成17年
第３回ストック・
オプション

平成18年
新株予約権

権利行使価格　　　　　　（円） 53,640 103,636 380,869 25,600

行使時平均株価　　　　　（円） － － － －

公正な評価単価（付与日）（円） － － － －

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

 当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

 当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。

４．連結財務諸表への影響額

 当連結会計年度においてストック・オプションに係る費用等は計上しておりません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成16年

第１回　ストック・オプション
平成16年

第２回　ストック・オプション
平成18年
新株予約権

付与対象者の区分及び数

　　　当社取締役　　　３人

　　　当社従業員　　　24人

　　　当社社外協力者　28人

　　　当社取締役　　　５人

　　　当社従業員　　　10人

　　　当社社外協力者　３人

　　　当社取締役　　　１人

　　　当社従業員　　　１人

　　　当社社外協力者　10人

ストック・オプション数 普通株式7,200株（1,800個） 普通株式　2,000株（500個）
普通株式　73,000株（73,000

個）

付与日 平成16年４月30日 平成16年７月29日 平成18年７月24日
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平成16年

第１回　ストック・オプション
平成16年

第２回　ストック・オプション
平成18年
新株予約権

権利確定条件

 　権利行使時においても当

社の取締役、監査役、及び

従業員、並びに関係協力者

及び関係協力法人の地位

にあることを要する。ただ

し、当社取締役、当社監査

役を任期満了により退任

した場合、定年退職その他

の正当な理由のある場合

にはこの限りではない。な

お、その他の条件について

は、本総会及び新株予約権

発行の取締役会議に基づ

き、当社と新株予約権者と

の間で締結する「新株予

約権割当契約書」に定め

るところによる。 

 同左

　本新株予約権の割当を受け

た者が当社の役員、従業員、

顧問等の関係者である場合、

行使時にあっても、当社の取

締役の地位にあることを条

件とする。但し、任期満了に

よる退任、定年退職または当

社の取締役会が正当な理由

があると認めた場合はこの

限りではない。また、権利行

使請求日の前営業日の当社

株価終値（当該日の終値が

ない場合はその前営業日）

が金36,490円（直近1ヶ月の

平均）以上でなければ権利

行使することができない。

対象勤務期間 定めておりません。  定めておりません。  定めておりません。

権利行使期間
自平成16年11月１日

至平成21年３月31日

自平成17年１月１日

至平成21年６月30日

自平成18年９月12日

至平成19年９月11日

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 
平成16年　第１回

ストック・オプション
平成16年　第２回

ストック・オプション
平成18年
新株予約権

権利確定前　　　　　　

（株）
   

前連結会計年度末 － － －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　

（株）
   

前連結会計年度末 212 508 73,000

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － 73,000

未行使残 212 508 －

②　単価情報

 
平成16年

第１回　ストック・オプ
ション

平成16年
第２回　ストック・オプ

ション

平成18年
新株予約権

権利行使価格　　　　　　（円） 53,640 103,636 25,600

行使時平均株価　　　　　（円） － － －

公正な評価単価（付与日）（円） － － －
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２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

 当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

 当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。

４．連結財務諸表への影響額

 当連結会計年度においてストック・オプションに係る費用等は計上しておりません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
事業運営部門
（千円）

投資部門
（千円）

計
 （千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

１　売上高及び営業損益
売上高

     

(1）外部顧客に対する売上高 5,590,280 1,041,901 6,632,182 － 6,632,182
(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高

100,686 15,689 116,376 (116,376) －

計 5,690,967 1,057,590 6,748,558 (116,376) 6,632,182

営業費用 6,380,477 1,572,961 7,953,438 410,957 8,364,395

 　　　営業損失（△） △689,509 △515,370 △1,204,880 (527,333) △1,732,213

２　資産、減価償却費、減損損失
及び資本的支出

     

資産
減価償却費
減損損失
資本的支出

8,646,043
175,339
110,599
488,293

2,073,729
15,111
－

23,271

10,719,773
190,451
110,599
511,564

(2,453,176)
34,150
－

163,503

8,266,596
224,601
110,599
675,068

　（注）１．事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。
２．各区分の主な内容

(1）事業運営部門・・・・・・事業会社のビジネスをグループ全体におけるコアビジネスとして育成する。
(2）投資事業・・・・・・・・事業会社等に投資を行い、または事業を行っており、企業価値が向上した後　
　　　　　　　　　　　　の売却によるキャピタルゲインを目的とする。

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（410,957千円）の主なものは、当社の総務
部門等管理部門にかかる費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（878,107千円）の主なものは、余資運用資産（預金）、長
期投資資金（投資有価証券）及び管理部門にかかる資産等であります。
当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
事業運営部門
（千円）

投資部門
（千円）

計
 （千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

１　売上高及び営業損益
売上高

     

(1）外部顧客に対する売上高 1,410,299 295,526 1,705,826 － 1,705,826
(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高

3,231 20,925 24,157 (24,157) －

計 1,413,531 316,452 1,729,983 (24,157) 1,705,826

営業費用 1,851,601 406,634 2,258,236 223,728 2,481,964

 　　　営業損失（△） △438,070 △90,182 △528,252 (247,885) △776,138

２　資産、減価償却費、減損損失
及び資本的支出

     

資産
減価償却費
資本的支出

6,000,621
1,915
3,972

92,167
1,646

21,852

6,092,789
3,562

25,825

283,663
26,977
21,051

6,376,452
30,539
46,877

　（注）１．事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。
２．各区分の主な内容

(1）事業運営部門・・・・・・事業会社のビジネスをグループ全体におけるコアビジネスとして育成する。
(2）投資事業・・・・・・・・事業会社等に投資を行い、または事業を行っており、企業価値が向上した後　
　　　　　　　　　　　　の売却によるキャピタルゲインを目的とする。

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（223,728千円）の主なものは、当社の総務
部門等管理部門にかかる費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（2,739,950千円）の主なものは、余資運用資産（預金）、
長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門にかかる資産等であります。

　

【所在地別セグメント情報】

　　　前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

　　　当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。
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【海外売上高】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所

資本金
又は
出資金
（百万円）

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 林　聖人 － －
当社
取締役

(被所有)
直接 2.0

－ －

新株予約
権行使に
よる源泉
徴収納付
のため短
期貸付金

2,920 － 2,920

(注)　１．取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。

２．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

３．平成18年８月に関連当事者に該当しなくなったため、取引金額については関連当事者であった期間

の金額を、期末残高については関連当事者に該当しなくなった時点での残高を記載しております。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　　　　該当事項はございません。

（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額   27,303円06銭        21,461円03銭

１株当たり当期純損失金額 33,582円34銭       3,609円70銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 　潜在株式は存在するものの１株
当たり当期純損失であるため記
載しておりません。

同左

　（注）　「１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額」の算定上の基礎は以下のとおり

です。

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純損失金額
当期純損失

　
（千円）

 
8,473,967

 
996,794

普通株主に帰属しない金額 （千円）  ―  ―
普通株式に係る当期純損失金額 （千円） 8,473,967 996,794
普通株式の期中平均株式数 （株） 252,334 276,143

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   
普通株式増加数 （株） ― ―
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜
在株式の概要

　　　新株予約権　３種類
　　　新株予約権の数
　　　73,180個（73,720株）

　　　新株予約権　２種類
　　　新株予約権の数
　　　      180個（720株）
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（子会社株式の売却の件） （重要な子会社の破産申立の件） 
　当社は、平成19年４月27日開催の当社取締役会において、
グループ戦略の転換に伴い、より高い成長性・収益性の見
込まれる分野への経営資源のシフトを行うことがグルー
プ全体の企業価値増大に寄与するとの判断から、下記子会
社の売却を決議いたしました。
　１ 当該子会社の名称等

(1) 名称
㈱サイバーゲート

(2) 事業内容
航空券のインターネットによる販売事業

(3) 当社との取引内容
なし

　２ 売却に関する内容
(1) 売却先
 ㈱SKYRING

(2) 売却株式数
800株（発行済み株式総数の100％）

(3) 売却額
 115百万円

　３ 売却の時期
平成19年４月27日

（子会社の解散の件） 
　当社は、平成19年４月17日開催の当社取締役会において、
子会社（投資事業組合）であるグローバル・プロパ
ティー１号投資事業組合を解散することとを決議いたし
ました。
　なお、組合員全員の合意による解散であります。

　平成20年４月23日開催の当社取締役会において当社の連
結子会社であるADDENDIS㈱について破産手続き開始の
申立てを行うことを決議いたしました。
　１ 申立てを行うに至った理由
　事業を継続することが難しい状況であることと、グ
ループ戦略の大幅な転換に伴い、今後は投資事業等の
成長性・収益性の見込まれる分野への経営資源のシフ
トを目的としたことによるものであります。

　２ 当該子会社の名称等
(1) 商号
 ADDENDIS㈱

(2) 事業内容
各種広告企画・制作並びにセールスプロモーショ
ン

(3) 主要株主
 ㈱オーベン（当社）　　（100％）

　３ 破産手続開始時期
平成20年４月25日

　４ 子会社の状況
(1) 経営成績

　  平成20年３月期

 売上高 769百万円 

 営業損失 150百万円 

 経常損失 156百万円 

 当期損失 265百万円 

 総資産 205百万円 

 株主資本 △189百万円 

(2) 負債の状況
　　約394百万円

　５　当該倒産による会社の損失見込額
 約236百万円

　６　当該倒産が営業活動等へ及ぼす重要な影響
 現在精査中であります。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　　　　該当事項はございません。

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

 短期借入金 6,700 ― 1.8 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 41,988 41,988 1.8 ―

１年以内に返済予定のリース債務 ― ― ― ―

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 112,028 70,040 1.8 平成21年～22年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） ― ― ― ―

その他の有利子負債 ― ― ― ―

合計 160,716 112,028 ― ―

　（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ

ります。

 
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金 41,988 28,052 ― ―

（２）【その他】

　平成20年２月13日、元当社代表取締役である佐藤　克（平成15年６月26日取締役就任、平成18年６月29日同退
任）及び小野高志（平成14年４月19日取締役就任、平成17年６月28日同辞任）の両名が、金融商品取引法（旧証
券取引法）違反（偽計）の疑いで大阪府警察本部捜査４課に逮捕されました。
　逮捕の理由となっておりますのは、上記両名の取締役在任中に、株式会社大阪第一企画を株式交換によって完全
子会社化した際の両名の不正行為（企業価値の過大評価、虚偽公表など）であり、当社として、極めて遺憾です。
当社は、今回の事実を厳粛に受け止め、二度と同様の行為が起こることのないよう、内部管理体制のより一層の充
実・強化を図る所存です。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   109,730   1,860,645  

２　売掛金 　  270,302   2,461  

３　映像コンテンツ 　  4,344   ―  

４　営業投資有価証券 　  743,147   599,186  

５　未収収益 ※１  126,715   78,440  

６　前払費用   19,494   12,672  

７　未収入金   203,878   3,081  

８　短期貸付金   294,570   191,701  

９　関係会社短期貸付金   3,752,304   2,323,095  

10　その他   47,804   18,948  

貸倒引当金   △3,235,690   △2,291,544  

流動資産合計   2,336,602 32.3  2,798,688 44.9

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物  80,865   20,231   

減価償却累計額  △18,806 62,059  △803 19,428  

(2）工具器具備品  26,787   25,838   

減価償却累計額  △21,858 4,928  △22,625 3,213  

有形固定資産合計   66,988 0.9  22,642 0.4

２　無形固定資産        

(1）ソフトウェア   8,437   6,217  

(2）電話加入権   509   509  

(3）使用権利金   135,000   ―  

無形固定資産合計   143,946 2.0  6,726 0.1

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   227,356   648,789  

(2）関係会社株式   1,867,229   1,457,445  

(3）出資金   131,174   131,174  

(4）関係会社出資金   2,102,723   1,050,617  

(5）敷金及び保証金   81,181   31,192  

(6）長期前払費用   47,430   ―  

(7）関係会社長期貸付金   83,000   ―  

(8）長期貸付金   ―   512,500  

(9）長期未収入金   ―   155,000  

(10）破産更生債権等   3,370,378   3,098,982  

(11）その他   222,990   38,804  

(12）貸倒引当金   △3,451,741   △3,718,371  

投資その他の資産合計   4,681,722 64.8  3,406,135 54.6

固定資産合計   4,892,657 67.7  3,435,504 55.1

資産合計   7,229,259 100.0  6,234,193 100.0
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　買掛金   7,172   658  

２　未払金   46,157   14,089  

３　預り金   4,151   1,755  

４　未払法人税等   12,305   1,210  

５　繰延税金負債   921   ―  

６　その他   4,208   4,208  

流動負債合計   74,916 1.0  21,922 0.4

負債合計   74,916 1.0  21,922 0.4

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金 　  5,416,590 74.9  5,416,590 86.9

２　資本剰余金 　       

(1）資本準備金 　 5,554,316   5,554,316   

(2）その他資本剰余金 　 4,331,702   4,331,702   

資本剰余金合計 　  9,886,018 136.8  9,886,018 158.5

３　利益剰余金 　       

(1）利益準備金 　 50   50   

(2）その他利益剰余金 　       

　　繰越利益剰余金 　 △8,317,851   △8,924,972   

利益剰余金合計 　  △8,317,801 △115.0  △8,924,922 △143.2

４　自己株式 　  △7,007 △0.1  △7,013 △0.1

株主資本合計 　  6,977,799 96.6  6,370,673 102.1

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１　その他有価証券評価差額
金

　  1,343 0.0  △158,402 △2.5

評価・換算差額等合計 　  1,343 0.0  △158,402 △2.5

Ⅲ　新株予約権 　  175,200 2.4  ― ―

純資産合計 　  7,154,343 99.0  6,212,270 99.6

負債純資産合計 　  7,229,259 100.0  6,234,193 100.0
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②【損益計算書】

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※２  358,225 100.0  690,445 100.0

Ⅱ　売上原価   134,577 37.6  708,251 102.6

売上総利益   223,648 62.4  △17,806 △2.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  970,135 270.8  508,442 73.6

営業損失   746,487 △208.4  526,248 △76.2

Ⅳ　営業外収益        

(1）受取利息  573   87   

(2）受取配当金  ―   38,623   

(3）為替差益  7,983   ―   

(4）その他  11,163 19,720 5.5 1,476 40,186 5.8

Ⅴ　営業外費用        

(1）為替差損  ―   330,057   

(2）株式交付費  43,088   ―   

(3）投資事業組合投資損失  34,784   33,497   

(4）その他  11,209 89,083 24.9 20,390 383,945 55.6

経常損失   815,849 △227.8  870,007 △126.0

Ⅵ　特別利益        

(1）関係会社株式売却益  304,783   138,988   

(2）貸倒引当金戻入益  338,423   69,339   

(3）新株予約権戻入益  ―   175,200   

(4）その他  28,218 671,425 187.4 2,800 386,327 56.0

Ⅶ　特別損失        

(1）固定資産除却損 　 ―   49,369   

(2）移転費用 　 ―   29,302   

(3）貸倒引当金繰入額 　 3,878,955   ―   

(4）関係会社株式評価損 　 1,555,959   49,999   

(5）関係会社出資金評価損 　 2,102,431   ―   

(6）その他 　 634,870 8,172,217 2,281.3 18,554 147,227 21.3

税引前当期純損失   8,316,641 △2,321.6  630,906 △91.3

法人税、住民税及び事業
税

 1,210   1,210   

法人税等還付税額  ― 1,210 0.3 △24,996 △23,786 3.4

当期純損失   8,317,851 △2,322.0  607,120 △87.9
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本剰
余金

資本剰余金合
計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金合
計繰越利益

剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

7,331,702 8,965,475 - 8,965,475 50 △5,827,748 △5,827,698

事業年度中の変動額        

新株の発行 2,416,590 2,416,590  2,416,590   -

欠損填補  △5,827,748  △5,827,748  5,827,748 5,827,748

減資 △4,331,702  4,331,702 4,331,702   -

当期純損失    -  △8,317,851 △8,317,851

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

   -   -

事業年度中の変動額合計
（千円）

△1,915,112 △3,411,158 4,331,702 920,543 - △2,490,102 △2,490,102

平成19年３月31日　残高
（千円）

5,416,590 5,554,316 4,331,702 9,886,018 50 △8,317,851 △8,317,801

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

△7,007 10,462,471 △28,192 △28,192 - 10,434,279

事業年度中の変動額       

新株の発行  4,833,180  -  4,833,180

欠損填補（注）  -  -  -

減資  -  -  -

当期純損失  △8,317,851  -  △8,317,851

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

 - 29,535 29,535 175,200 204,735

事業年度中の変動額合計
（千円）

- △3,484,671 29,535 29,535 175,200 △3,279,935

平成19年３月31日　残高
（千円）

△7,007 6,977,799 1,343 1,343 175,200 7,154,343

 （注）平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本剰
余金

資本剰余金合
計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金合
計繰越利益

剰余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

5,416,590 5,554,316 4,331,702 9,886,018 50 △8,317,851 △8,317,801

事業年度中の変動額        

自己株式の取得        

当期純損失      △607,120 △607,120

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

       

事業年度中の変動額合計
（千円）

- - - - - △607,120 △607,120
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本剰
余金

資本剰余金合
計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金合
計繰越利益

剰余金

平成20年３月31日　残高
（千円）

5,416,590 5,554,316 4,331,702 9,886,018 50 △8,924,972 △8,924,922

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

△7,007 6,977,799 1,343 1,343 175,200 7,154,343

事業年度中の変動額       

自己株式の取得 △5 △5    △5

当期純損失  △607,120    △607,120

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

  △159,745 △159,745 △175,200 △334,945

事業年度中の変動額合計
（千円）

△5 △607,126 △159,745 △159,745 △175,200 △942,072

平成20年３月31日　残高
（千円）

△7,013 6,370,673 △158,402 △158,402 - 6,212,270
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　当社は、当事業年度におきましても、前事業年度に引き

続き、746百万円の営業損失を計上し、8,317百万円の当期

純損失を計上しております。当該状況により、継続企業の

前提に関する重要な疑義が生じております。

　当社は、当該状況の解消を図るべく以下の対策を講じて

おります。

１. 営業損失の発生要因並びにその解消について

　営業損失につきましては、前事業年度に746百万円、当

事業年度に746百万円となっております。これは、セー

ルスプロモーション事業を分社化し、当事業年度より

当社は投資事業に専念する体制となっておりますが、

ポートフォリオ上、投資回収までの期間が長い案件が

多いことに加え、短期回収を目的とした新規投資案件

について実行が遅れ、回収時期が翌事業年度に持ち越

したことが主たる要因であります。また、その他の要因

として、子会社の整理統合にかかる費用の増加や販売

管理費の削減計画の遅れ等にも起因しております。

　投資部門におきましては、平成18年６月19日実施の第

三者割当増資と、グループ会社の売却等により取得し

た資金をもとに、有望な投資案件へ重点的に投資を行

い、長期的な収益確保を図ってまいります。具体的に

は、既に中国・マカオ地区における不動産及び有価証

券等への投資の他、興行イベント「STEVIE WONDER

LIVE IN JAPAN 2007」への投資を実施しております。

　また、この投資の中に含まれる、マカオ不動産プロ

ジェクトへの投資額400百万円については、キャンセル

することにより翌事業年度中に返金される予定であり

ます。

　その他、海外ファンドに関する投資額500百万円につ

いて、翌事業年度に600百万円の売却収入を見込んでお

ります。

（※600百万円での売却については、当海外不動産投資

案件をアレンジした仲介会社が米不動産サービス大手

「ジョーンズ ラング ラサール社」に依頼した投資先

不動産の評価レポートの内容、及びマカオ統計局から

発表されている経済成長率や旅行者数の増加、マカオ

の１人当たりGDPが香港を超えたことやマカオの平成

18年度のカジノ売上がラスベガスを抜いたといった成

長の裏づけとなる事象、近隣の類似物件の販売状況等

から総合的に判断しておりますが、価格と時期につい

ては不確定要素が含まれます。）

 当社は、上記の再建計画を着実に実行し、構造的な赤

字体質から脱却し、早期に収益を確保することを目標

としております。

２. 当期純損失の発生要因並びにその解消について

　純損失8,317百万円のうち8,172百万円につきましては

当事業年度において特別損失として計上したものであ

ります。

　当社グループは、当事業年度において、526百万円の営

業損失を計上し、607百万円の当期純損失を計上してお

ります。当該状況により、継続企業の前提に関する重要

な疑義が生じております。

　当社は、当該状況の解消を図るべく以下の対策を講じ

ております。

１. 営業損失の発生要因並びにその解消について

　営業損失につきましては、前事業年度に746百万円、

当事業年度に526百万円となっております。これは、投

資事業における投資回収の時期が次期以降となり、当

会計期間において回収が行われなかった為でありま

す。

　事業運営部門におきましては、セールスプロモー

ション事業とシナジーが低いグループ会社の売却を

進めており、平成19年４月27日には㈱サイバーゲート

の全株式を売却いたしました。またADDENDIS㈱にお

いても事業環境が悪化しており、損失を最小限に留め

る為にも、今後は事業運営部門は事業縮小する方針で

あります。

　投資部門におきましては、際立った投資は行ってお

らず、前事業年度までに投資を行った案件について

は、早期に投資回収を図ることに注力しております。

具体的には、マカオ不動産プロジェクトへの投資につ

いては、キャンセルすることにより平成20年1月8日に

出資金13,300,000米ドルが返金されました。

　またADDENDIS LIFE㈱、㈱プライムスタイルの全株

式の譲渡や、HOP&TEDDY㈱、㈱バリタスの解散と

いったかたちで、インキュベーション部門の再編に取

り組んでまいりました。

　当社は、上記の再建計画を着実に実行し、構造的な赤

字体質から脱却し、早期に収益を確保することを目標

としております。

２. 当期純損失の発生要因並びにその解消について

　当期純損失607百万円のうち147百万円につきまして

は当事業年度において特別損失として計上したもの

であります。

　これらは主に、不採算事業であった日欧貿易㈱及び

㈱エイチ・エヌ・ティーの整理統合や国内外のファ

ンドの評価損といった平成18年8月4日の経営陣の刷

新前に実施された投資に起因するものであります。経

営陣を刷新するとともに、投資委員会の運営徹底や投

資先企業への支援強化といった施策により投資事業

の確立を進めており、当該状況の解消がはかれるもの

と考えております。

　財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上

記のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映して

おりません。
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　これらは主に、不採算事業であった日欧貿易㈱及び㈱

エイチ・エヌ・ティー等の整理統合や、国内外のファ

ンドの評価損といった、平成18年８月４日の経営陣の

刷新前に実施された投資に起因するものであります。

経営陣を刷新するとともに、投資委員会の運営徹底や、

投資先企業への支援強化といった施策により投資事業

の確立を進めており、当該状況の解消が図れるものと

考えております。

　財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記

のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しており

ません。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１. 有価証券の評価基準及び
評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式
　移動平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式
同左

 　 (2）その他有価証券（営業投資有価証券
を含む）

　 (2）その他有価証券（営業投資有価証券
を含む）

 ・時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により算
定）

・時価のあるもの
同左

 ・時価のないもの
　移動平均法による原価法

・時価のないもの
同左

２. たな卸資産の評価基準及
び評価方法

(1）たな卸資産
　個別法による原価法
(2）映像コンテンツ
　１年間の償却または契約期間での均等
償却によっております。

(1）たな卸資産
同左

(2）映像コンテンツ
   　　　　 ────

３. 固定資産の減価償却の方
法

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産
　定率法によっております。
　また、取得価額10万円以上20万円未満
の少額減価償却資産については、３年間
の均等償却によっております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりで
あります。
建物　　　　　　８～15年
工具器具備品　　３～15年

　定率法によっております。
　また、取得価額10万円以上20万円未満
の少額減価償却資産については、３年間
の均等償却によっております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりで
あります。
建物　　　　　　８～15年
工具器具備品　　３～15年
（会計方針の変更）
　当社は、法人税法の改正に伴い、当事

業年度より、平成19年４月１日以降に
取得した有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。

  なお、当該変更に伴う損益に与える

影響は軽微であります。
 (2）無形固定資産

　　 定額法によっております。
(2）無形固定資産

同左
 　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５
年）に基づいております。

 

 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用
 　定額法によっております。    　　　　 ────
４. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金
 　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しております。

同左

５. 重要な外貨建ての資産又
は負債の本邦通貨への換算
基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負債、収益

及び費用は連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は純資産

の部における為替換算調整勘定及び少

数株主持分に含めて計上しております。

同左

６. その他財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事項

消費税等の処理方法
　消費税及び地方消費税の会計処理は税
抜方式によっており、控除対象外消費税
及び地方消費税は、当事業年度の費用と
して処理しております。

消費税等の処理方法
同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日　企
業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会　

平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）を適用
しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は、6,979,142千
円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につい

ては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。

────

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　当事業年度より、「繰延資産の会計処理に関する当面の取

扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11日　実務対応
報告第19号）を適用しております。
　前事業年度において営業外費用の内訳として表示してい

た「新株発行費」は、当事業年度より「株式交付費」とし

て表示する方法に変更しております。

────

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の

一部改正）

　当事業年度より、改正後の「自己株式及び準備金の額の減

少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会　最終改正

平成18年８月11日　企業会計基準第１号）および「自己株
式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会　最終改正平成18年８月11日　企業会
計基準適用指針第２号）を適用しております。

　これにより損益に与える影響はありません。

────

（金融商品に関する会計基準等）

　投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資

（証券取引法第２条第２項により有価証券とみなされるも

の）のうち時価のないものについては、従来原価法による

会計処理をしておりましたが、「証券取引法等の一部を改

正する法律」（平成16年法律第97号）が平成16年６月９日

に公布され、平成16年12月１日より適用となり、「金融商品

会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が

平成17年２月15日付で改正されたことに伴い、当事業年度

から営業投資目的による投資事業組合等への出資に係る会

計処理は、組合契約に規定されている決算報告日に応じて

入手可能な最近の決算書を基礎として、組合の純資産及び

収益・費用を当社出資持分割合に応じて、営業投資有価証

券（流動資産）及び収益・費用として計上する方法に、営

業投資目的以外の目的による投資事業組合等への出資に係

る会計処理は、組合契約に規定されている決算報告日に応

じて入手可能な最近の決算書を基礎として、組合の純資産

及び純損益を当社に出資持分割合に応じて、投資有価証券

（投資その他の資産）及びその他有価証券差額金（純資産

の部）として計上する方法に、それぞれ変更しております。

　なおこの変更により、従来と同一の方法を採用した場合と

比べ、投資事業組合等利益は731千円増加、投資事業組合等

損失は34,784千円増加、その他有価証券評価差額金は34,053

千円減少しております。

────
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表）

１.投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資
は前事業年度においては全て投資有価証券として表示
しておりましたが、「証券取引法等の一部を改正する法
律」（平成16年法律第97号）が平成16年６月９日に公
布され、平成16年12月１日より適用となり、「金融商品
会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14
号）が平成17年2月15日付で改正されたことに伴い、当
事業年度から投資事業有限責任組合及びそれに類する
組合への出資（証券取引法第２条第２項により有価証
券とみなされるもの）のうち、営業投資目的によるもの
を営業投資有価証券として、営業投資以外の目的による
ものを投資有価証券として表示する方法に変更いたし
ました。
２．「未収収益」は、前事業年度末は、流動資産の「その
他」に含めて表示しておりましたが、当事業年度にお
いて、資産の総額の100分の1を超えたため区分掲記し
ました。
　なお、前事業年度末の「未収収益」は111,577千円であ
ります。

（貸借対照表）

１．「長期貸付金」は、前事業年度末は、投資その他の資
産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当事
業年度において、資産の総額の100分の1を超えたため
区分掲記しました。
　なお、前事業年度末の「長期貸付金」は219,990千円で
あります。

（損益計算書）
１．「関係会社株式評価損」は、前事業年度まで特別損
失の「その他」に含めて表示しておりましたが、特別
損失の100分の10を超えたため区分掲記しました。
　なお、前事業年度末における「関係会社株式評価損」
の金額は192,252千円であります。
２．「関係会社出資金評価損」は、前事業年度まで特別
損失の「その他」に含めて表示しておりましたが、特
別損失の100分の10を超えたため区分掲記しました。
　なお、前事業年度末における「関係会社出資金評価
損」の金額は33,584千円であります。

（損益計算書）
１．「受取配当金」は、前事業年度まで営業外収益の
「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外収
益の100分の10を超えたため区分掲記しました。
　なお、前事業年度末における「受取配当金」の金額は
14千円であります。
２．「移転費用」は、前事業年度まで特別損失の「その
他」に含めて表示しておりましたが、特別損失の100分
の10を超えたため区分掲記しました。
　なお、前事業年度末における「移転費用」の金額は
70,032千円であります。
３．「固定資産除却損」は、前事業年度まで特別損失の
「その他」に含めて表示しておりましたが、特別損失
の100分の10を超えたため区分掲記しました。
　なお、前事業年度末における「固定資産除却損」の金
額は53,292千円であります。

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日現在）

当事業年度
（平成20年３月31日現在）

 ※１　関係会社に対する資産及び負債

　　　 未収収益　　　　　　　　　101,071千円

 ※１　関係会社に対する資産及び負債

　　　 未収収益　　　　　　　　　75,382千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は14.5％であ
り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は　　
85.5％であります。主要な費目及び金額は次のとおり
であります。

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は8.8％であ
り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は
91.2％であります。主要な費目及び金額は次のとおり
であります。

役員報酬

給与手当

賃借料

支払手数料

顧問料

減価償却費

広告宣伝費

業務委託費

41,013

158,773

96,560

306,770

103,615

26,574

41,129

1,650

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

役員報酬

給与手当

賃借料

支払手数料

顧問料

減価償却費

43,064

68,614

86,052

149,380

54,281

14,779

千円

千円

千円

千円

千円

千円

※２　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて
おります。

※２　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて
おります。

関係会社への売上高 127,913千円 関係会社への売上高 20,014千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

 前事業年度末株式(株) 当事業年度増加株式数(株) 当事業年度減少株式数(株) 当事業年度末株式数(株)

普通株式 29.01 ― ― 29.01

合計 29.01 ― ― 29.01

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

 前事業年度末株式(株) 当事業年度増加株式数(株) 当事業年度減少株式数(株) 当事業年度末株式数(株)

普通株式 29.01 0.75 ― 29.76

合計 29.01 0.75 ― 29.76

（注）　上表の自己株式（普通株式）の増加0.75株は、単元未満株式（端株）の買取請求によるものであります。

（有価証券関係）

　　　 前事業年度（平成19年３月31日） 

　　　 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

　 貸借対照表計上額(千円) 時価（千円） 差額（千円）

関連会社株式 308,271 272,917 △35,354

合計 308,271 272,917 △35,354

　

　　　 当事業年度（平成20年３月31日） 

　　　 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）

繰越欠損金

貸倒引当金損金算入限度超過額

関係会社株式評価損否認

関係会社出資金評価損否認

版権償却否認

その他

 

1,539,967

1,949,958

705,341

819,697

397,267

278,480

　

千円

繰延税金資産小計 5,690,713千円

評価性引当額 △5,690,713千円

繰延税金資産合計 ― 千円

（繰延税金資産）

繰越欠損金

貸倒引当金損金算入限度超過額

関係会社株式評価損否認

関係会社出資金評価損否認

版権償却否認

有価証券評価差額金

その他

 

1,885,664

1,959,957

694,151

785,208

397,265

64,137

182,076

　

千円

繰延税金資産小計 5,968,462千円

評価性引当額 △5,968,462千円

繰延税金資産合計 ― 千円

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 921千円

繰延税金負債合計 921千円

繰延税金負債の純額 921千円

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 ― 千円

繰延税金負債合計 ― 千円

繰延税金負債の純額 ― 千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

　当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているた

め、記載を省略しております。

　当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているた

め、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額     25,273円57銭           22,496円56銭

１株当たり当期純損失金額 32,963円66銭    2,198円57銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 　潜在株式は存在するものの１株

当たり当期純損失であるため記

載しておりません。

同左

　（注）　「１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額」の算定上の基礎は以下のとおり

です。

 
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純損失金額   

当期純損失 (千円) 8,317,851 607,120

普通株主に帰属しない金額 (千円) ―  

普通株式に係る当期純損失 (千円) 8,317,851 607,120

普通株式の期中平均株式数 (株) 252,334 276,143

　 　   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

普通株式増加数 (株) ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

　　　新株予約権　３種類
　　　新株予約権の数
　　　73,180個（73,720株）

　　　新株予約権　２種類
　　　新株予約権の数
　　　      180個（720株）
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（子会社の株式の売却） 
　当社は、平成19年４月27日開催の当社取締役会におい
て、グループ戦略の転換に伴い、より高い成長性・収益
性の見込まれる分野への経営資源のシフトを行うこと
がグループ全体の企業価値増大に寄与するとの判断か
ら、下記子会社の売却を決議いたしました。
　1 当該子会社の名称等

(1) 名称
㈱サイバーゲート

(2) 事業内容
航空券のインターネットによる販売事業

(3) 当社との取引内容
なし

　２ 売却に関する内容
(1) 売却先
 ㈱SKYRING

(2) 売却株式数
800株（発行済み株式総数の100％）

 (3) 売却額
 115百万円

　３ 売却の時期
平成19年４月27日

（子会社の解散の件） 
　当社は、平成19年４月17日開催の当社取締役会におい
て、子会社（投資事業組合）であるグローバル・プロパ
ティー１号投資事業組合を解散することとを決議いたし
ました。
　なお、組合員全員の合意による解散であります。

（重要な子会社の破産申立の件） 
　平成20年４月23日開催の当社取締役会において当社の連
結子会社であるADDENDIS㈱について破産手続き開始の
申立てを行うことを決議いたしました。
　１ 申立てを行うに至った理由
　事業を継続することが難しい状況であることと、グ
ループ戦略の大幅な転換に伴い、今後は投資事業等の
成長性・収益性の見込まれる分野への経営資源のシフ
トを目的としたことによるものであります。

　２ 当該子会社の名称等
(1) 商号
 ADDENDIS㈱

(2) 事業内容
各種広告企画・制作並びにセールスプロモーショ
ン

(3) 主要株主
 ㈱オーベン（当社）　　（100％）

　３ 破産手続開始時期
平成20年４月25日

　４ 子会社の状況
(1) 経営成績

　  平成20年３月期

 売上高 769百万円 

 営業損失 150百万円 

 経常損失 156百万円 

 当期損失 265百万円 

 総資産 205百万円 

 株主資本 △189百万円 

(2) 負債の状況
　　約394百万円

　５　当該倒産による会社の損失見込額
 約236百万円

　６　当該倒産が営業活動等へ及ぼす重要な影響
 現在精査中であります。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株） 貸借対照表計上額（千円）

（営業投資有価証券）   

その他有価証券   

　シグマ・ゲイン㈱ 1,498,000 52,430

　My Medical Records 250,000 1,279

小計 1,748,000 53,709

（投資有価証券）   

その他有価証券   

 Macau Investment Holdings Ltd. 10,147,200 206,339

小計 10,147,200 206,339

合計 11,895,200 260,048

【その他】

種類及び銘柄 投資口数等（口） 貸借対照表計上額（千円）

（営業投資有価証券）   

その他有価証券   

グローバルウォーターファンド 21,874,649 16,080

DWS新資源テクノロジー・ファンド 19,248,694 16,688

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド 31,672,335 25,920

マカオ・プロパティ８号投資事業組合 467 486,787

小計 72,796,145 545,477

（投資有価証券）   

その他有価証券   

ＫＳＰ２号投資事業有限責任組合 1 6,811

ＳＢＩブロードバンドファンド１号

投資事業有限責任組合
5 435,638

小計 6 442,450

合計 72,796,151 987,927
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産        

建物 80,865 20,231 80,865 20,231 803 13,549 19,428

工具器具備品 26,787 820 1,768 25,838 22,625 2,478 3,213

有形固定資産計 107,652 21,051 82,633 46,069 23,428 16,027 22,641

無形固定資産        

　 ソフトウェア 21,273 ― ― 21,273 15,056 2,219 6,217

電話加入権 509 ― ― 509 ― ― 509

使用権利金 135,000 ― 135,000 ― ― ― ―

無形固定資産計 156,782 ― 135,000 21,782 15,056 2,219 6,726

長期前払費用 47,430 ― 38,700 ― ― 8,730 ―

　（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

事務所レイアウト変更に伴う取得 建物 20,231千円

　　　　２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

事務所移転・改装に伴う除却

　

回収可能性の低下による振替

建物

工具器具備品 

使用権利金

80,865千円

　1,768千円

　135,000千円

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 6,687,432 793,950 676,169 795,298 6,009,915

（注）「当期減少額（その他）」のうち、234,230千円は洗替えによる戻入額、561,068千円は回収による戻入であります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ　現金及び預金

区分 金額（千円）

預金の種類

普通預金

 

533,741

別段預金 1,716

外貨預金 1,325,187

小計 1,860,645

合計 1,860,645

ロ　売掛金

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

コロムビアミュージックエンタテインメント㈱ 1,474

ジェネオンエンタテインメント㈱ 987

合計 2,461

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

次期繰越残高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ）
(Ｃ)

─────
(Ａ)＋(Ｂ)

× 100

(Ａ)＋(Ｄ)
─────
２

──────
(Ｂ)

─────
366

270,302 90,276 358,117 2,461 99.3 552.9

　（注）　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には、消費税等が含まれております。

ハ　関係会社短期貸付金

相手先 金額（千円）

ＡＤＤＥＮＤＩＳ　ＣＡＰＩＴＡＬ㈱ 227,000

ＡＤＤＥＮＤＩＳ　ＨＫ（HongKong）Ｌｉｍｉｔｅｄ 1,397,095

ＡＤＤＥＮＤＩＳ　ＳＭＣ㈱ 699,000

合計 2,323,095

②　固定資産

　イ　関係会社株式

 区分 金額（千円）

ＡＤＤＥＮＤＩＳ　ＳＭＣ㈱ 1,451,445

その他 6,000

合計 1,457,445

ロ　関係会社出資金

区分 金額（千円）

ＮＯＲＳＴＲＯＭ　ＬＰ 1,040,683

その他 9,934

合計 1,050,617

　　　　ハ　長期貸付金
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相手先 金額（千円）

Ｃｏｄｅ　ａｎｄ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ　 120,000

Ｃｏｍａ　Ａｒｔｉｓｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ 139,000

その他 253,500

合計 512,500

ニ　破産更生債権等

区分 金額（千円）

㈱エイチ・エヌ・ティー 2,204,781

㈱アスカコーポレーション 299,011

その他 595,189

合計 3,098,982

③　流動負債

イ　買掛金

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

 ＡＤＤＥＮＤＩＳ㈱ 565

 その他 93

合計 658

（３）【その他】

　平成20年２月13日、元当社代表取締役である佐藤　克（平成15年６月26日取締役就任、平成18年６月29日同退
任）及び小野高志（平成14年４月19日取締役就任、平成17年６月28日同辞任）の両名が、金融商品取引法（旧証
券取引法）違反（偽計）の疑いで大阪府警察本部捜査４課に逮捕されました。
　逮捕の理由となっておりますのは、上記両名の取締役在任中に、株式会社大阪第一企画を株式交換によって完全
子会社化した際の両名の不正行為（企業価値の過大評価、虚偽公表など）であり、当社として、極めて遺憾です。
当社は、今回の事実を厳粛に受け止め、二度と同様の行為が起こることのないよう、内部管理体制のより一層の充
実・強化を図る所存です。

EDINET提出書類

株式会社　オーベン(E05140)

有価証券報告書

77/84



第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 １株券、５株券、10株券、50株券、100株券

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 ―

株式の名義書換え  

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番４号　住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人 大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号　住友信託銀行株式会社

取次所 住友信託銀行株式会社　全国本支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 無料

端株の買取り  

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番４号　住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人 大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号　住友信託銀行株式会社

取次所 住友信託銀行株式会社　全国本支店

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料として別途定める金額

公告掲載方法

「当会社の公告は、電子公告により行う。但し、電子公告によることができな

い事故その他のやむを得ない事由が生じたたきは、日本経済新聞に掲載して

行う。」

なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のと

おりです。

http://www.orben.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

　（注）　旧商法第220条ノ２第１項に規定する端株原簿を作成しております。

また、当社定款の定めにより、端株主は、利益配当金及び旧商法第293条ノ５の規定による金銭の分配（中間配

当金）を受ける権利を有しております。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（1）有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第10期）（自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日）平成19年６月29日関東財務局長に提出。

（2）有価証券報告書の訂正報告書

平成19年９月11日関東財務局長に提出。

平成19年６月29日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。

（3）半期報告書

（第11期中）（自 平成19年４月１日　至 平成19年９月30日）平成19年12月27日関東財務局長に提出。 

EDINET提出書類

株式会社　オーベン(E05140)

有価証券報告書

79/84



第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

   平成19年６月29日

株式会社　オーベン    

 取締役会　御中  

 監査法人ウィングパートナーズ  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 　赤坂　満秋　  　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 　吉野　直樹　　　㊞

　当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社

オーベンの平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益

計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

オーベン及び連結子会社の平成19年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報　

１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは当連結会計年度において

1,732百万円の営業損失、8,473百万円の当期純損失を計上したことにより継続企業の前提に関する重要な疑義が存在し

ている。この疑義を解消するための対策は当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成して

おり上記の重要な疑義の影響を反映していない。

２．会計方針の変更に記載されているとおり、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（証券取引法第２条

第２項により有価証券とみなされるもの）のうち時価のないものについては、従来原価法による会計処理をしていた

が、「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第97号）が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月1日

より適用となり、「金融商品会計に関する実務指針」（企業会計委員会報告第14号）が平成17年2月15日付けで改正さ

れたことに伴い、当連結会計年度から営業投資目的による投資事業組合等への出資に係る処理は、組合契約に規定され

ている決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎として、組合の純資産及び収益・費用を当社及び連結子会

社の出資持分割合に応じて、営業投資有価証券（流動資産）及び収益・費用として計上する方法に、営業投資目的以外

の目的による投資事業組合等への出資に係る会計処理は、組合契約に規定されている決算報告日に応じて入手可能な

最近の決算書を基礎として、組合の純資産及び純損益を当社及び連結子会社出資持分割合に応じて、投資有価証券（投

資その他の資産）及びその他有価証券差額金（純資産の部）として計上する方法に、それぞれ変更している。なお、こ

の変更により、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、投資事業組合等損失は32,361千円増加、その他有価証券評価

差額金が32,361千円減少している。

３．重要な後発事象に関する注記として以下の事象が記載されている。

(1)平成19年4月27日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社サイバーゲートを売却する決議がなされ、平

成19年4月27日に売却された旨

(2)平成19年4月17日開催の取締役会において子会社（投資事業組合）であるグローバル・プロパティ１号投資事業組

合を解散する決議がなされた旨

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が

別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

   平成20年６月26日

株式会社　オーベン    

 取締役会　御中  

 監査法人ウィングパートナーズ  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 　赤坂　満秋　  　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 　森下　賢ニ　　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社オーベンの平成19年4月1日から平成20年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。

この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

オーベン及び連結子会社の平成20年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

　１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは当連結会計年度において776百万円の営業

　　　損失、996百万円の当期純損失を計上したことにより継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。この疑

　　　義を解消するための対策は当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上

　　　記の重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映していない。

　２．重要な後発事象に関する注記として以下の事象が記載されている。

　　　　平成20年4月23日開催の取締役会において連結子会社であるADDENDIS株式会社が破産手続き開始の申立てを行う

　　　ことの決議がなされ、平成20年4月25日に破産手続が開始された旨

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が

別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

   平成19年６月29日

株式会社　オーベン    

 取締役会　御中  

 監査法人ウィングパートナーズ  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 　赤坂　満秋　  　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 　吉野　直樹　　　㊞

　当監査法人は、証券取引法第193条第2項の規定に基づく監査証明を行うため「経理の状況」に掲げられている株式会社

オーベンの平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第10期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株

主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場からこの財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社オー

ベンの平成19年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績の状況をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

追記情報　

１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当事業年度において746百万円の営業損失、8,317百万円

の当期純損失を計上したことにより継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。この疑義を解消するための

対策は当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成しており上記の重要な疑義の影響を反映し

ていない。

２．会計方針の変更に記載されているとおり、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（証券取引法第２条

第２項により有価証券とみなされるもの）のうち時価のないものについては、従来原価法による会計処理をしていた

が、「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第97号）が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月1日

より適用となり、「金融商品会計に関する実務指針」（企業会計委員会報告第14号）が平成17年2月15日付けで改正さ

れたことに伴い、当事業年度から営業投資目的による投資事業組合等への出資に係る処理は、組合契約に規定されてい

る決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎として、組合の純資産及び収益・費用を当社出資持分割合に応

じて、営業投資有価証券（流動資産）及び収益・費用として計上する方法に、営業投資以外の目的による投資事業組合

等への出資に係る会計処理は、組合契約に規定されている決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎として、

組合の純資産及び純損益を当社の出資持分割合に応じて、投資有価証券（投資その他の資産）及びその他有価証券差

額金（純資産の部）として計上する方法に、それぞれ変更している。なお、この変更により、従来の会計処理を採用した

場合と比べ、投資事業組合等利益は731千円増加、投資事業組合等損失は34,784千円増加、その他有価証券評価差額金が

34,053千円減少している。

３．重要な後発事象に関する注記として以下の事象が記載されている。

(1)平成19年4月27日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社サイバーゲートを売却する決議がなされ、平

成19年4月27日に売却された旨

(2)平成19年4月17日開催の取締役会において子会社（投資事業組合）であるグローバル・プロパティ１号投資事業組

合を解散する決議がなされた旨

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が

別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

   平成20年６月26日

株式会社　オーベン    

 取締役会　御中  

 監査法人ウィングパートナーズ  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 　赤坂　満秋　  　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 　森下　賢ニ　　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社オーベンの平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第11期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社オー

ベンの平成20年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適

正に表示しているものと認める。

追記情報

　１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当事業年度において526百万円の営業損失、607百万

　　　円の当期純損失を計上したことにより継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。この疑義を解消するた

　　　めの対策は当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記の重要な疑義の影

　　　響を財務諸表に反映していない。

２．重要な後発事象に関する注記として以下の事象が記載されている。

　　　平成20年4月23日開催の取締役会において連結子会社であるADDENDIS株式会社が破産手続き開始の申立てを行う

　　ことの決議がなされ、平成20年4月25日に破産手続が開始された旨

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が

別途保管しております。
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